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第 1章 本研究の課題と論文の構成 

 

第 1節 研究背景 

 中国における有機農産物の生産は 1994 年ころから始められたが、その当初の目的は、

有機野菜を輸出することにあった。1999 年以前に中国で認証された有機農産物の生産

量等は不明であるが、主に日本、EU 諸国、北アメリカに輸出されており、国内にはほ

とんど出回らなかった。 

 有機農産物の輸出を拡大させるためには、その安全性を保証することが重要であり、

有機農産物の品質の向上に努力が注がれる一方で、国内向けに生産される農産物の安全

性への取り組みは置き去りにされていた。1980 年代後半に香港で発生した「毒野菜事

件」¹⁾による健康被害を始めとして、中国国内では食品の安全性を揺るがす事件が頻発

し、深刻な社会問題となっていた。 

このような背景の下で 2001 年に江沢民総書記は中央経済工作会議における演説で、

「農業産業構造を調整することを重点にする」、「中国国内で供給される食品の品質、安

全性の向上に力を入れる」、「有機食品、緑色食品、無害食品の発展を加速させる」とい

う農業発展方針を打ち出した²⁾。 

 この方針に従い、有機農産物の生産が全国的に展開された。国際有機運動連盟

(IFOAM)³⁾⁴⁾⁵⁾の統計によれば中国の有機農産物作付面積は 2003 年版では 30 万 ha

で世界で 11 位であったが、2006 年版では 347 万 ha と激増し、オーストラリアに次ぐ

世界 2 位となっている。中国では最大の認証件数を抱える中緑華夏有機食品認証中心の

統計によれば認証した有機農産物の企業数と品数は年々増加する傾向を示している(図

1－1)。 

 時を同じくして、中国では経済が著しく発展し、それによる国民所得の増加と生活水

準の向上にともない、消費者の食生活に対する意識が大きく変化し、従来の量的追求型

から質的追求型へと移行した。 

かつて、食料供給が不足した時代では食品の消費は量的な充足が最優先され、食品の

安全性に対する意識は低かった。近年、経済が急速に発展したことにともない、国民の

所得が増加した。表 1－1 は中国の都市部と農村部の所得の推移を示したものである。

1978 年の改革開放政策实施後、中国における都市部と農村部の所得は大幅に増加した。

まず、都市部住民の可処分所得を見てみると、1978 年の 343 元から 2011 年の 21,810



 2 

元までの 64 倍に、農村部住民の純収入は 1978 年の 134 元から 2011 年の 6,977 元ま

での 52 倍に急増した。このような都市部住民と農村部住民の所得増加によって中国国

民の生活水準が全体的に大きく向上した。特に都市部住民の所得が大きく増加したこと

から、都市部においていち早く食品の安全性に対する意識が高まったと考えられる。 
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表 1－1 中国都市部と農村部別の所得の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：中国国家統計局『中国統計年鑑』2012 年版より作成。 

        都市部住民  農村部住民 

年      可処分所得   純収入 

            (元)      (元) 
 

1978        343     134  

1980        478     191  

1985          739     398  

1990      1,510     686  

   

1991      1,701     709  

1992      2,027     784  

1993      2,577     922  

1994      3,496   1,221  

1995      4,283   1,578  

   

1996      4,839   1,926  

1997      5,160   2,090  

1998      5,425   2,162  

1999      5,854   2,210  

2000      6,280   2,253 

  

        都市部住民  農村部住民 

年      可処分所得   純収入 

           (元)       (元) 
 

2001      6,860   2,366  

2002      7,703   2,476  

2003      8,472   2,622  

2004      9,422   2,936  

2005     10,493   3,255  

   

2006     11,760   3,587  

2007     13,786   4,140  

2008     15,781   4,761  

2009     17,175   5,153  

2010     19,109   5,919  

   

2011     21,810   6,977  

図 1－1 有機農産物の認証企業数と産品数の推移 

出所：中緑華夏有機食品認証中心の内部統計資料より作成。 
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このことは都市部において安全な食品としての有機野菜の需要の高まりにつながっ

たと考えられ、例えば、焦・方(2002)⁶⁾によると、上海市内の有機野菜の消費量は 1999

年から 2001 年までに 300 トンから 1,500 トンまで増加したが、中国人対外国人の有機

野菜の消費割合は 1999 年の 2：8 から 2001 年の 8：2 へと逆転しており、中国人の有

機野菜の消費量は 60トンから 1,200トンまで急増したことが示されている。また、2006

年には中国国内における有機農産物の消費金額は 56 億ドルとなり、輸出金額を上回る

ようになった⁷⁾。さらに、蔦谷(2008)⁸⁾によれば、従来輸出向けに生産されていた中国

の有機農産物は、現在ではその多くが国内向けとなっているということである。特に経

済の発展にともなって中国人の富裕層が形成され、その富裕層における有機農産物需要

が急増し、今後一段とマーケットが拡大していくことが予想されている。 

この傾向は近年に一層加速しているようであり、表 1－2 に示す Pew Research 

Center が中国人を対象に行った「中国人自身が何を大問題と感じているか」について

の調査によれば、2008 年から 2012 年にかけて「大問題である」と感じる人の割合が

最も増加したのが「食の安全」であることが分かる。 

  表 1－2 重大な社会問題と感じる人の割合（増加の大きい順） 

順位 項目

1 食の安全 12% 41%   +29pt

2 製造品の品質 13% 33%   +20pt

3 薬の安全 9% 28%   +19pt

4 高齢者の保障 13% 28%   +15pt

5 ヘルスケア 12% 26%   +14pt

6 教育 11% 23%   +12pt

7 役人の汚職 39% 50%   +11pt

8 ビジネスマンの汚職 21% 32%   +11pt

9 労働条件 13% 23%   +10pt

10 交通 9% 18%    +9pt

11 犯罪 17% 25%    +8pt

12 貧富の差 41% 48%    +7pt

13 大気汚染 31% 36%    +5pt

14 水質汚染 28% 33%    +5pt

15 電力不足 4% 8%    +4pt

16 失業 22% 24%    +2pt

17 物価高騰 72% 60%    －8pt

変化の程度2012年2008年

 

出所：Pew Global Attitudes Project 2012 spring survey (2012 年 10 月 16 日)。 

注：各項目について「大問題」「やや問題」「小さい問題」「問題でない」「分からない 

・無回答」という選択肢の中から「大問題」を選んだ比率。 



 4 

このように中国国内において食品の安全性が大きな問題として取り上げられるよう

になった背景には、農薬の残量などによる食毒事件が頻発したことが考えられる。その

例として、農産物の病虫害を抑えるために大量の農薬を使用した青果物において基準を

大幅に超過する残量農薬が検出されたことや、生産量を高めるために、法律では使用が

禁止されているホルモン剤が使用されたことなどがある。残留農薬事件の实態について

は次のような報道がなされている⁹⁾。2002 年 10 月に国家質量監督検験検疫総局が全国

の 23 か所の大規模な野菜卸売市場の野菜に対する残留農薬基準値を検査した結果、検

査全体の 47.5%の野菜が残留農薬基準値を上回っており、中国国内の野菜の半分が国が

規定した食品安全基準を満たさない農薬に汚染された野菜に当たるということが明ら

かにされた。また、2005 年には天津市での野菜と果物の残留農薬に対する調査におい

て、不合格率がそれぞれ、9.1%、4.2%であった。そのうち、中国では使用が禁止され

ている農薬ホレートが検出された率が 5.9%あった。不合格とは使用が禁止された農薬

が検出されており、農薬の残留量が国の定める基準値を超過していたことによるもので

ある。さらに 2007 年に北京市でホウレンソウにおいて検出されたパラチオンの残留量

は国家基準の 130 倍以上だった。このように基準値を超える農薬が残留している事が

各所で明らかになり、消費者の間で野菜に対する不安を増大させている。 

次に、表 1－3 に 2011 年における都市部住民１人当たりの主要食品の購入量を示す。

この表より食品の中では生鮮野菜の購入量が最も多いことが分かる。このように多く消

費されている生鮮野菜において、上に述べたようなその安全性に不安をいだくような事

件が頻発していることが、消費者が安心して食べられる野菜として生鮮有機野菜を求め

る動機となっていると考えられる。 

かくして、現在の中国では生鮮野菜の安全性を確保することが重要課題の 1 つになっ

ており、生産者から最終消費者まで生鮮状態のまま流通する生鮮有機野菜の生産から消

費に至る流通構造全体に関する研究の重要性がきわめて高いと言える。 
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第 2節 既存研究 

これまで中国では有機野菜を含む有機農産物に関する研究は、有機農産物認証制度、

同農産物の生産、消費、流通の 4 分野、特に前 3 分野を中心に進められてきた。 

 

1.有機認証制度に関する研究 

 中国において有機認証制度に関する研究が行われるようになったのは、制度が導入さ

れた 1990 年代後半以降である。中国で導入された有機認証制度は、世界各国の認証制

度を参考にして作られたものであるが、その導入については国家が主導して行ったとい

う特徴がある。すなわち、EU やアメリカなどでは有機認証制度の導入は民間の有機農

業団体が認証制度を設け、検査、認証を行うという、いわば｢民間主導｣のものであるが、

中国では政府機関が直接管理、指導し｢政府主導型｣で認証制度が導入された(章政 1998)。 

また、中国の有機認証制度の展開は 1990 年～1994 年の準備段階、1995 年～2003

年の導入段階、2003 年～現在の発展段階の 3 つに分けられる(李顕軍 2005)。 

林学貴(2010)は李顕軍(2005)の有機認証制度の展開過程結果を踏まえ、有機認証制度

の誕生の背景を明らかにする同時に各展開段階の発展の特徴を明らかにした。   

 

 

表 1－3 都市部住民 1人当たりの年間食品購入量(2011年） 

品目

生鮮野菜 114.6

穀類 80.7

果物 52.0

肉類 24.6

乳製品 17.9

卵 10.1

食用油 9.3

酒類 6.7

菓子類 5.0

茶葉 0.3

購入量(kg)

 

出所：中国国家統計局『中国統計年鑑』2012 年版より作成。 
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中国には有機認証制度のほかに安全な食品を提供する制度として、「無公害食品」、「緑

色食品」の制度があるが、鄒ら(2010)は有機認証制度の既存研究結果に基づき他の「無

公害食品」、「緑色食品」の認証制度と比較して、有機認証制度が最も安全性の高い認証

制度であることを明らかにした。 

また、馬文絹(2011)は中国では認証制度の制定と管理監督は異なった 2 つの機関が行

っていることを明らかにした。 

有機認証制度は食品の安全性を保証するための規則であるが、食品の安全性を確保す

るためには生産現場において相応の生産コスト負担を求めることになる。しかし、これ

らの研究は認証制度の特徴やその展開過程等に偏り、認証制度の経済的側面、すなわち

同制度が生産コスト等に与える影響にはほとんど触れていない。 

 

2.有機農産物生産に関する研究 

有機農産物の生産に関する研究は、統計データの整理や生産組織形態の解明に関する

ものが中心である。中国の有機認証制度では有機農産物として野菜の他に畜産品や水産

品を含むが、これまでの生産に関するデータの分析ではそれらを一括して取り扱ってお

り、有機野菜のデータだけを抜き出して整理し、十分な分析をするまでには至っていな

い。 

また、生産組織の解明については、韓沛新(2009)が中国の有機農産物生産の組織形態

は主に｢会社｣、｢会社＋農家｣、｢会社＋合作社＋農家｣であることを明らかにした。ただ

し、この研究では各生産組織形態の特徴、特に有機農産物としての安全性を保証する仕

組みとそのためのコストが明らかでないことと、各生産組織形態がどのような有機野菜

を生産しているか、すなわち加工向けに有機野菜を生産しているか、生鮮のまま家庭ま

で届く生鮮有機野菜を生産しているかについては、まったく意識していない。 

 

3.有機農産物消費に関する研究 

 有機農産物の消費に関する研究では、有機農産物の消費動機について、消費者の年齢、

教育レベル、収入が高いほど有機食品に対する関心度が高くのこのことが有機農産物を

買う主な動機となっていることが明らかにされている(尹世久 2010)。 

また消費地域について中国で生産された有機農産物の 1/3 は北京で消費され、残りの

2/3 は主に上海、広州、南京、深センなどの大都市で消費されている(李顕軍 2010)。 
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 さらに有機農産物市場に視点をおいたマーケティング戦略と市場規模動向に言及し

た例として、有機生産企業を事例とし、SWOT 手法で、内的・外的要因の分析を通し

て、妊婦・乳幼児など食品の安全性を特に重視する消費者のニーズに応じる有機農産物

を開発することが有機市場を拡大する要因となる(邹衛華 2011)、とした研究があげられ

る。 

また、有機耕作面積・有機食品企業数・有機農産物品目数の推移を明らかにし、今後

中国有機農産物生産の増加率が年平均で 30%～50%、有機消費が食品消費に占める割合

が 1%～1.5%となる傾向であることを予測した報告がある (李顕軍 2010) 。 

 しかし、これまでの研究では、有機野菜消費の現状の解明に重点が置かれているもの

の、その消費が加工有機野菜の消費か、生鮮有機野菜の消費かと言った区分を明確化し

た上で行ったものではない。従って、生鮮有機野菜の消費のみならず、生産から流通に

至るまでの現状を分析し、それに基づく生鮮有機野菜のより一層の普及に言及した研究

も行われていない。 

 

4.有機農産物流通に関する研究 

有機農産物流通に関する研究では、鄒ら(2008)は中国の大規模有機農産物生産農場は

国内販売や輸出を直接に行うか、または流通加工業者に委託して包装等を行った後、国

内スーパー、専門店等に配送することを明らかにした。 

また、成田(2010)は山東省濰坊市において有機野菜の販売方法として、スーパーや飲

食店への出荷と、家庭向け宅配とが行われていることを明らかにした。 

しかし、加工向け有機野菜と明確に区別した上での生鮮有機野菜(生産者から最終者

の家庭まで生鮮状態のまま流通する有機野菜)の流通構造の特徴や問題点を究明した研

究は、これまで行われたことがない。 

以上のように、有機野菜を含む有機農産物に関する既存研究として、認証制度、生産、

消費、流通の 4 分野に関する研究があるものの、加工向け有機農産物と生鮮有機農産物

とを意識的に区分した上での研究は存在していない。特に野菜の場合、生鮮のまま家庭

(最終消費者)まで流通するものが多いことを考慮すると、このことは有機農産物研究の

問題点の 1 つと考えられる。 
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第 3節 本論文の課題 

上述の研究上の問題点と、先に述べた生鮮有機野菜流通研究の重要性に鑑み、本研究

は生鮮有機野菜の流通構造の特徴と問題点を解明し、さらにそれらの結果に基づいて今

後の展開方向に関する提言を行うことを課題とする。 

 

第 4節 研究方法と論文の構成 

 本論文では上述した課題の解明等を行うための本研究の基本的な方法は、まず初めに

有機認証制度の概要とその経済的可能性を把握し、その上で生鮮有機野菜の生産・供給

側と購入側双方の特徴を明らかにし、最後にそれらの解明点を取り入れることによって、

取引方法も含む流通構造の特徴を総合的に究明することである。下記に示す本論文の構

成は(図 1－2)、この研究方法に従った。 

なお、具体的な研究方法は、主に①公表行政資料ならびに既存研究成果の整理と批判

的検討及び重要点の継承、②公表・未公表統計データの収集・整理と分析・検討、③有

機野菜生産会社、生鮮有機野菜流通会社、消費者、関係行政部門に対する聞き取り調査

とその内容の分析・検討、④有機野菜に関する消費者アンケート調査とその集計・分析

及び内容の検討、である。 

第 1 章 本研究の課題と論文の構成 

第 2 章 中国における有機農産物の定義と認証の仕組み 

第 3 章 生鮮有機野菜の生産・供給の特徴 第 4 章 生鮮有機野菜の購入・消費の特徴 

第 5 章 生鮮有機野菜の取引方法と流通構造の特徴 

第 6 章 生鮮有機野菜流通の問題点と今後の展開方向 

図 1－2 論文の構成 

出所：筆者作成。 
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上述の研究方法に沿って、本論文は第 1 章から第 6 章に至る 6 章から構成されてい

る。 

第 1 章では本論文に関する問題意識を明らかにし、既存研究の結果を踏まえ、本論文

の課題の設定を行った。 

第 2 章「中国における有機農産物の定義と認証の仕組み」では、有機農産物の定義と

認証の仕組み、中国における有機農産物(有機野菜)認証制度の導入と変遷過程を明らか

にした。また、近年、有機野菜の偽装事件などが多発したことに対応して、それらを防

止するため、2012 年に实施された認証制度の改正について説明し、その経済的な影響

を指摘した。さらに中国で認証された有機農産物の状況を明らかにした。 

第 3 章「生鮮有機野菜の生産・供給の特徴」では、まず、有機野菜の生産組織の特徴

について分析した。また、2012 年の有機認証規則の改正による有機野菜生産コストへ

の影響について考察した。さらに、中国国内の有機野菜の生産状況を分析し、その生産

の地域特性を明らかにした。  

第 4 章「生鮮有機野菜の購入・消費の特徴」では、まず、北京市の生鮮有機野菜購入

者に対するアンケート調査により、有機野菜の購入者の収入状況、購入方法の特徴を明

らかにした。さらに、北京市の有機野菜生産会社に対する聞き取り調査から、生鮮有機

野菜の販売方法を分類し、その割合を明らかにした。 

第 5 章「生鮮有機野菜の取引方法と流通構造の特徴」では、北京市内の有機野菜生産

会社に対する聞き取り調査に基づいて流通ルートごとの流通割合を求めることにより

生鮮有機野菜の流通構造を明らかにした。また、各流通ルートの流通割合とメリットと

デメリットの関係を考察した。 

第 6 章「生鮮有機野菜流通の問題点と今後の展開方向」では、第 5 章の分析に基づき

現在の生鮮有機野菜の流通の問題点を指摘した。その上で、今後、生鮮有機野菜の消費

を拡大していくための生鮮有機野菜の流通システムの展開方向を提案した。 

 

 

 

 

 

 



 10 

注 

1)中国本土で「問題菜」、香港で「毒菜」と呼ばれ、これら化学肥料と農薬の多投によ

る野菜では呼吸困難と急性中毒症状で死亡する事件が発覚した。 

2)John Paull(2007) 「China’s organic revolution」 Journal of Organic Systems 2007。 

3)IFOAMとは International Federation of Organic Agriculture Movements の略称で

ある。1972 年にパリ近郊で設立され、以来、有機農業を普及することに努めている

世界の最大の国際の民間組織として知られている。現在、世界 116 カ国以上の約 750

団体が IFOAM に加盟している。 

4)Willer， H. & Yussefi， M. 2005，The world of organic agriculture: Statistics and 

emerging trends， International Federation of Organic Agriculture Movements 

(IFOAM)， Bonn。 

5)Willer，H. & Yussefi，M. 2006， The world of organic agriculture: Statistics and 

emerging trends， International Federation of Organic Agriculture Movements 

(IFOAM)，Bonn。 

6)焦必方・方志権(2002)『中日鮮活農産品流通体制比較研究－从生産到消費』上海財経

大学出版社 pp.197 より。 

7)2007 年 10 月 18 日に全球背景下的有機農業会議では中緑華夏有機食品認証中心李顕

軍氏の「中国有機農業発展階段与前景」により。 

8)蔦谷栄一(2008)「中国野菜安全性確保の取組实態」農林中央金庫『農林金融』2008

年 2 月号第 61 巻第 2 号(通巻 744 号)。 

9)①潘怡・鄭文龍・江国虹・曹慧麗(2006)「2005 年天津市市售蔬菜水果有機燐農薬残

留状況分析」『現代予防医学』33(12) pp.2364-2366、②郭虹・楊玉竹・劉闖(2010)

「北京通州区 2007－2008 年部分蔬菜水果中農薬残留状況分析」『現代予防医学』37(2) 

pp.335-338、を引用した。 
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第 2章 中国における有機農産物の定義と認証の仕組み 

 

第 1節 本章の課題と方法 

中国では食品安全問題の発生後、安全性の高い有機農産物に対する需要が高まり、そ

の生産が全国的に広がった。本章では安全な食品として有機農産物はその安全性を示す

ために、どのような基準に従って、どのような管理監督のシステムの下で生産されてい

るか、またその生産拡大の現状を明らかにすることを課題とする。 

 この課題に応じて以下の節で次の視点から考察していく。まず、本論文では取り扱う

有機農産物の定義を明確し、国レベルの認証制度の展開過程と背景を考察する。また近

年、有機野菜の偽装事件などが多発したことに対応して、それらに対応するため 2012

年に实施された認証制度の改正について説明し、その経済的な影響を指摘した。さらに

主に有機農産物について全国レベルでの生産状況を把握する。 

 

第 2節 有機農産物制度の開始と有機農産物の定義 

 

1.有機農産物の定義 

中国では有機野菜とはどのように定義されるかを検討する前に、中国において有機農

業が始まった当初より制度の形成に影響を与えた 2 つの国際機関による有機農業の定

義を見てみる。 

1 つは国際有機運動連盟(IFOAM)が制定したものである。IFOAM の定義では、有機

農業は、土壌、生態系および人々の健康を支える生産システムであり、悪影響のある投

入物を使用せず、生態系の諸過程、生物多様性や地域の条件に適応した循環過程に依存

しており、伝統を革新や科学を結びつけて、共有の環境を向上させ、関わりを有する全

ての生命体の質と互いの関係を増進させる農業であるとしている。もう 1 つはコーデッ

クス委員会¹⁾のガイドラインによる定義である。このガイドラインでは、有機農業は、

生物多様性、生物学的循環や土壌生物活性を含む農業生態系の健全性を促進かつ向上さ

せる全体論的な生産管理システムであるとしている。有機農業では、地域の条件には地

域に適応したシステムが必要であることを考慮しつつ、農場外の投入物よりも、トータ

ル的な管理方法の使用を強調し、システム内の機能を達成させるために、可能な限り、

合成資材を使用せずに、栽培的、生物的および機械的な方法を使用する農業である。 
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中国の有機野菜の定義は基本的に上述した 2 つ国際機関が定めた有機農業の定義お

よび生産加工の基準などを参考にし、国際基準に相応しながらも中国の国情と法律に合

わせて制定された有機野菜栽培基準に基づくものとなっている。有機野菜栽培に関する

基準は 2012 年 3 月 1 日に实施した GB/T19630-2011≪有機産品≫国家標準が制定した

内容に従う。有機農産物生産には中国国家認証認可監督管理委員会に登録した認証機関

に認証され、GB/T19630-2011≪有機産品≫国家標準の基準を満たし、生産過程におい

て、化学肥料・農薬、成長促進剤を一切使用せず、また、遺伝子組み換え技術を使わな

いことが要求されている。当然のことながら、有機野菜もこれらの基準を満たす必要が

ある。 

 

2.有機認証制度の展開過程 

上に述べたように有機農産物を生産するのは有機認証制度のもとに基づいて行わな

ければならない。章政(1998)は中国における有機農産物を含む有機食品の認証制度につ

いて次のように述べている²⁾。中国で導入された有機食品認証制度は、世界各国の認証

制度を参考にして作られたものであるが、その導入については国家が主導して行ったと

いう特徴がある。すなわち、EU やアメリカなどでは有機食品認証制度の導入は民間の

有機農業団体が認証制度を設け、検査、認証を行うという、いわば｢民間主導｣のもので

あるが、中国では政府機関が直接管理、指導し｢政府主導型｣で認証制度が導入された。

その有機認証制度の誕生の要因について、林学貴(2010)は国内要因と国外要因の 2 つを

まとめている。国内要因としては化学肥料や農薬の大量使用による食の安全問題の発生

を背景に安全性の高い農産物として有機農産物が社会的に注目されるようになり、有機

農産物生産を確实に实施するために、認証システムの整備が求められていた。また、国

外要因としては、国際的に安全な食品を求める志向が高まっているにも関わらず、中国

産農産物の安全性が疑問視されているために中国産農産物の輸出が不振に陥っている

ことへの対応と国際的に高まる有機認証制度の推進に歩調を合わせるという 2 点が挙

げられる³⁾。 

中国における有機認証制度の展開過程については、制度整備の背景と制度の实施に関

わる法律の観点から次の 4 つの段階に分けられる。 

 Ⅰ．第 1 段階 制度の準備(1990 年～1994 年) 

1990 年にオランダの有機認証機関 SKAL と中国環境保護総局に属する南京環境科学
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研究所がともに中国浙江省にある茶の貿易会社の有機茶を認証した。これが中国におけ

る有機農業の始まりとなる。この時南京環境科学研究所は中国国家環境保護局有機食品

発展中心を設立した。これにより中国における有機認証制度の準備が開始された。 

Ⅱ．第 2 段階 制度の形成(1995 年～2004 年) 

中国国家環境保護局有機食品発展中心は中国の有機食品の普及をスムーズに発展さ

せるため、国際基準に準拠した有機認証制度を確立する必要性を認識し、有機認証制度

の制定に着手した。1995 年に中国国家環境保護局が「有機食品認証管理弁法(暫定)」

および「有機食品技術標準」を实施した。これは中国で初めての有機認証に関する制度

である。「有機食品認証管理弁法」では有機食品は「有機食品技術標準」に基づき生産

された食糧、野菜、果物、茶、畜産物、水産物、野生天然食品および加工食品を指す。

その後、有機認証業務の増加にともない、さらに 2001 年 6 月に「有機食品認証管理弁

法」を改正して内容を充实させた。この改正した「有機食品認証管理弁法」によって、

有機食品は以下の 4 つの基準を満たさなければならないこととなった。①国家の食品衛

生法と有機食品の生産・加工基準に従うこと、②生産・加工の過程においては化学肥料、

農薬、成長ホルモン、化学添加物、化学色素と防腐剤などの化学物質を使わないこと、

③遺伝子組合技術を使用しないこと、④国が認める認証機関に認証され、有機食品ラベ

ルを使用することなどである。 

これとは別に、日本の農林水産省に当たる農業部が、後述するように有機農産物認証

制度よりも先に導入していた安全な食品を提供することを目的とした緑色食品制度に

おいて、1995 年からこの制度を運用している中国緑色食品発展中心が有機食品を取り

扱う試みを開始した。すなわち IFOAM の有機農業基準と欧米の有機基準を参考にし、

有機食品の基準に相当する「AA 級の緑色食品基準」を制定した。このように緑色食品

を「A 級の緑色食品」と「AA 級の緑色食品」に分けて、「AA 級の緑色食品」が中国に

おいて有機食品であると認められることになった。さらに 2002 年に農業部は中緑華夏

有機食品認証中心を設立し、それによって「AA 級の緑色食品基準」に基づき有機食品

の認証業務を行うことになった。有機食品基準に相当する「AA 級の緑色食品基準」は、

①生産環境において国が規定した大気、用水、土壌、汚水の排水などの基準に合うこと、

②生産過程において、一切化学肥料と農薬の使用が禁止され、また慣行生産から有機生

産に転換する場合に 3 年間の転換期間が必要とすること、③上記の基準を満たした上で

最終産品は化学農薬および合成食品添加物の検出がされないことなどである。 
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中国における有機認証制度の形成時期における主な特徴は、有機認証制度が環境保護

局主導で行われたものと農業部主導のもとで行われたもの 2 つが併存していたことに

ある。 

Ⅲ．第 3 段階 制度の確立(2005 年～2011 年) 

上に述べたように、中国の有機認証制度は、国家環境保護総局が主導した中国国家環

境保護局有機食品発展中心による認証基準と農業部の傘下に属する中緑華夏有機食品

認証中心による認証基準が併存している状況にあったために、有機食品市場では認証基

準と表示に関して混乱が生じることとなった。このことは国内の消費者の間に有機食品

に対する不信感を生じさせた。このような混乱を是正し、国家レベルで統一された新た

な有機認証制度の確立が緊急の課題となった。そこで、2005 年 1 月に中国国家質量技

術監督検査検疫総局と中国国家標準化管理委員会が共同で GB/T19630-2005≪有機産

品≫国家標準を公表し、4 月から实施された。これは中国初めての国家レベルの認証制

度である。中国では国を挙げて有機認証制度を取り組んでいて、有機食品の重要性を示

している。GB/T19630-2005 は中国国内では有機食品の生産、加工、販売などを従事す

る事業者が守らなければならない有機認証の国家基準となっている。この新しい有機認

証の国家基準では 1 部の生産、2 部の加工、3 部の標示および販売、4 部の管理体系か

ら構成される。国家基準の实施と同時に 1995 年に制定された「有機食品認証管理弁法

(暫定)」の内容も改正し、「有機食品認証管理弁法」を实施した。この「有機食品認証

管理弁法」では、認証機関有機認証の申請、有機認証の対象・基準、有機認証業務を行

う認証機関、有機認証検査の基準、有機表示、監督管理などの項目が定められている。 

2005 年には GB/T19630-2005≪有機産品≫国家標準と「有機食品認証管理弁法」を

实施することより中国の有機認証制度は中国国家認証認可監督管理委員会による統一

管理の下で新たな認証制度が発足した。これによって中国の有機認証制度は長期間の混

乱状況を終えて新しい段階に入ったといえる。 

 Ⅳ．第 4 段階 制度の完備(2012 年～現在) 

消費者の食に対する安全・健康志向の高まりを背景に有機農産物市場は発展拡大を続

けたが、その一方で販売競争も激しくなっている。そのような状況の下で、安易に利益

を上げようとして誠实さを欠く生産・販売業者が現れ、有機農産物を偽装して販売する

などの不正事件が生じるようになった。このような偽装事件が発生した要因を考えてみ

ると、主にそれまでの有機認証規則の条項が厳密さを欠いていたり、具体的でなかった
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ため、一部の不正業者に付け入るすきを与えていたことが挙げられる。そこで、このよ

うな有機農産物偽装事件の再発を防止するには、有機農産物の生産と販売に関する制度

や基準をより厳密にすることが必要となった。 

このような状況を受けて、中華人民共和国国家品質監督検査検疫総局および中国国家

標準化管理委員会は 2005 年に制定した有機農産物の認定に関する規則を 2012 年 3 月

1 日に改正し、同年 7 月施行した。この改正は、生産、加工、販売、品質管理における

規則の適用を厳密化し、不正を行っていた有機農産物の生産者や販売者を排除して、有

機農産物に対する信頼を回復することを目的にしている。これまで曖昧だった有機認証

規則の内容が改正された。それについて第 3 章で詳細に述べる。 

 

第 3節  有機農産物認証の仕組み 

 

1.農業生産における有機野菜の位置づけ 

1978年に中国は食糧不足問題を解決するため、「食糧増産」政策を打ち出したが、1990 

年代に入って、食糧供給が過剰となり、「食糧増産一辺倒」の農政からの転換が迫られ、

農業生産の構造調整が当面の急務となった。その調整の結果として粗放的な穀物生産か

ら集約的な野菜生産へと転換し、さらに品質向上や生産・加工の一体化による付加価値

の向上を志向する動きが進んでいた。かつて中国の農産物は「廉価」という有力な武器

で国際市場と向き合ったが、WTO に加盟した以降は貿易自由化に直面しなければなら

なくなった。従って、国際市場ではより一層競争力を強化するため、輸出を目的とした

有機農産物を栽培し始めた。一方、国内においては、「食糧増産」の有力な手段として

大量に用いられた農薬や化学肥料による農家や消費者の健康への影響、あるいは環境汚

染が深刻な問題となった。このことは中国の農産物輸出にも影響を及ぼし、中国産農産

物を拒絶する世界的風潮の広まりとして表れ、その解決が迫られるようになった。農産

物を輸出して外貨を稼ごうとしている時に、これらの問題は非常に大きな障害である。

そこで中国政府は中国産農産物の安全性をアピールすることが、これらの障害を乗り越

えるための有効な手段と考えた。第 1 章で述べたように 2001 年の中央経済工作会議で

の江沢民総書記の演説がそのきっかけとなった。その内容は「農業産業構造を調整する

ことを重点にする」、「食品品質、食品安全性に力を入れる」、「農産物品質標準と検査シ

ステムの確立」、「有機食品、緑色食品、無害食品の発展を加速させる」などであった。
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このような中国政府による食品の安全性確保に向けた取り組み強化は、日本などへの輸

出のためばかりではなく、何よりも中国自身にとっても重要な課題なのである。これら

の中国の取り組みにもかかわらず、その後 2002 年に野菜の残留農薬問題が起きている。

これは、日本向けの冷凍ホウレンソウから、日本の基準を上回る残留農薬が検出された

ことが発端である。冷凍野菜の残留農薬問題が生じた後の一時期に中国の野菜、とりわ

け冷凍野菜の安全性への信頼度は著しく落ち、日本向け輸出の農産物は低迷した。中国

国務院によると、残留農薬問題は問題が生じた日本だけでなく、その他の国々に向けた

中国野菜の輸出に大きなダメージを与えた、と報告している。同時期に中国国内では国

民の生活水準の向上に伴い、消費者の健康意識が向上し、よりよい品質の食品を求める

ようになった。農薬規制・法体系の整備、無公害野菜、緑色野菜、有機野菜行動計画等、

さらには、2003 年の全国人民代表大会において「高産量(生産量向上)、高品質、高効

率」に、安全と環境保護を加えた 5 つ目標を挙げ農業法を改定した。このように政府

がリーダーシップをとり、国家の信用をかけて大きな取り組みを展開した。 

 

2.並立する食品制度における有機野菜の位置づけ 

中国では市場に出回っている野菜には慣行野菜、無公害野菜、緑色野菜、有機野菜と

いった 4 種類がある。前述したように残留農薬による食中毒事件は慣行野菜が当該する。 

安全性と品質向上の基準によって無公害野菜、緑色野菜、有機野菜に区分される(表 2

－1)。品質をみると、無公害野菜は文字通りに「害」がない野菜であり、食べたら、被 

害にならない野菜である。この呼び方は中国に特有なものであり、高濃度の残留農薬に

よって中毒症状を起こした「毒菜事件」が引き金になり、「無公害野菜」という名前が

生まれ、急性中毒症状を発生しないレベルまで残留農薬が低減されているという意味を

有する。緑色野菜は最低限度の農薬を使用し、汚染がなく安全で良質な野菜という緑色

食品の基準を満たしたものである。無公害野菜より緑色野菜のほうが残留物質に対する

基準が厳しい。有機野菜は生産の過程で絶対に農薬、化学肥料、除草剤、ホルモン剤な

どの化学物質を使用してはならないものである。この 3 つの野菜のうち有機野菜は農薬

を使わず安全性が最も高い。 
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 認証制度から見ると、緑色食品制度は 3 種類の制度の中では最も歴史が長く、1990

年から開始した。この制度は中国緑色食品発展中心が「商標法」に基づいて商標登録し

た「緑色食品」マークの使用を一定の基準を満たした生産者に認める仕組みである。緑

色食品には、A 級と AA 級の 2 ランクがあり、AA 級の基準の方が厳しく、有機食品

に相当する。緑色食品は通常食品から有機食品への「移行食品」である。先に述べたよ

うに有機食品制度は 1994 年に国家環境保護局に有機食品発展中心が設置されたこと

から始まっているが、2003 年までは緑色食品制度と併存していた。その後、有機食品

の認証機関である中緑華夏有機食品認証中心が設立されている。無公害農産物制度は

2002 年 4 月から開始した制度であり、農業部の直属機関である農産物品質安全中心が

「無公害農産物管理弁法」に基づいて認証している。この認証制度の目的は消費者へ提

供されるものの安全性を確保することにある。 

 

第 4節 有機農産物生産の状況 

図 2－1に国際有機運動連盟(IFOAM)の発表したデータに基づく中国における有機農

産物栽培面積の推移を示す。IFOAM の発表では 2008 年版において初めて調査した年

表 2－1 中国における無公害野菜と緑色野菜と有機野菜の区別 

項目 無公害野菜 緑色野菜 有機野菜 

 

農薬使用 
最低限の農薬・化学肥

料の使用可能 

規制内での農薬・化学肥

料の使用可能 
農薬・化学肥料の使用禁止 

 

認証機関 農産物品質安全中心 中国緑色食品発展中心 

中緑華夏有機食品認証中心 

南京国環有機食品認証中心 

他の民間有機食品認証機関 

 

認証機関の所属 農業部 農業部 
中国国家認証認可監督管理

委員会 

開始時間 2002 年 1990 年 1994 年 

認証有効期間 3 年間 3 年間 1 年間 

認証費用 無料 有料 有料 

安全性 低い                     高い 

出所： GB/T19630-2011≪有機産品≫国家標準、「緑色食品産地環境質量標準 NY/T39-2000」、「無公害農産物

品管理弁法」より作成。 
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が記載されるようになり、その後も続いている。従って、それ以前のデータは取得した

年が明確ではないため、図 2－1 には 2001 年～2003 年の栽培面積を推定値として示し

ている。また、2006 年以降のデータでも 2 年連続して全く同じ栽培面積が記載されて

いることが 2 回ある。中国における有機農産物に関するデータにはこのようにその信頼

性に疑問を抱かせるものが尐なくない。そこで第 3 章の後半では中国における有機農産

物生産に関してより正確なデータを収集して分析することを試みた。従って、図 2－1

のデータは中国における有機農産物栽培面積の推移を概略程度に表すものとして解釈

するにとどめるが、2001 年頃には有機農産物の栽培面積が 30 万 ha 程度であったもの

が、その後急増し 2006 年以降は 200 万 ha 前後で推移している。この間に有機農産物

の栽培面積が増加した要因は、中国政府が「西部大開発」⁴⁾という農業優遇政策を設け

たのを受けて青海などの西部において有機穀物の栽培が促進されたからである。 

中国では有機農産物を生産する時、生産した農産物は認証機関の認証を受けなければ

ならない。図 2－2 に示したものは中国で認証された有機農産物の認証証明書の発行数

であり、データが公表されている 2008 年から 2012 年までを整理した。2008 年に発行

した有機認証証明書数量は 1,991 件だったが、2012 年には 7,688 件と約 4 倍に増えて

おり、上に述べた栽培面積と同じように増加傾向を示している。 

図 2－1 中国における有機栽培面積の推移 

出所：FIBL IFOAM の各年版より整理。 

注：2001 年～2003 年は推定値。 

 

 

ha 

0

50

100

150

200

250

2001 2002 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

年

栽
培
面
積

(
万
 

)



 19 

 

 

第 5節 小括 

 上述したように、本章では中国における有機野菜の位置づけを明確し、第 3 章と第 4

章の分析の基礎とすることを目的にした。 

 そのために、有機野菜の定義と認証制度について安全性の視点から整理、分析を行っ

た。その結果を次のようにまとめた。 

 ①中国では有機野菜の生産は国が認めた認証機関の認可を受ける必要があり、また、

全生産過程において、化学農薬と化学肥料、ホルモン成長剤などの使用が一切禁止され

ている。 

 ②農薬使用基準、認証機関のレベル、認証の厳しさの面から無公害野菜、緑色野菜に

比べ、有機野菜は中国における安全野菜のなかでは最も安全性が高い野菜であることを

示した。 

 ③中国政府が重視する下で有機農産物の栽培面積と認証証明書発行数は年々増加し

ている。 

 

図 2－2 中国における有機農産物認証証明書の発行数の推移 

出所：中国国家認証認可監督管理委員会のホームページは公開したデータを整理。 
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注 

1)コーデックス委員会とは 1963 年に成立され、国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機

関(WHO)の合同委員会であり、国際的な食品基準、ガイドライン、優良行為規範など

の基準を作成する国際機関である。 

2)章 政(1998)「中国における有機農産物生産の制度と動向－緑色食品の生産实態と輸

出余力－」『農林金融』農林中央金庫第 51 巻第 2 号 pp.37-51。 

3)この点については次の論文を参照する。林学貴(2010)「中国における有機認証制度の

展開と課題」『農業問題研究』農業問題研究学会 pp.20。 

4)中国政府が、東部と西部との経済格差をなくすために西部の経済発展を促進する国レ

ベルの経済発展戦略である。 
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第 3章 生鮮有機野菜の生産・供給の特徴 

 

第 1節 本章の課題と方法 

研究背景で述べたように、安全性の高い有機農産物に対する需要が高まっていること

にともないその生産が全国的に急速に展開しつつある。また第 2 章では有機農産物の生

産面積が年々増加していることを明らかにした。そこで本章では、有機農産物のなかで、

その生産主体が誰であるか、どのようなシステムで生産されているか、次に有機農産物

の地域ごとの生産状況を調べた後に特に有機野菜に注目しその生産が有機農産物と同

じように全国的に生産されているか、あるいは特定の地域に集中しているか、を明確に

した上で、有機野菜の生産の特徴を明らかにすることを課題にする。 

この課題を解明するため、まず、第 2 節では、有機農産物の生産組織形態とその形成

要因を明らかにする。次に第 3 節では、有機認証規則の改正による有機野菜生産コスト

への影響を分析する。さらに第 4 節では、中国の全土における有機野菜生産の特性を把

握する。 

 

第 2節 有機農産物生産の組織化と形成要因 

 

1.有機農産物生産の仕組み 

 中国における有機農産物の生産組織形態の状況を図 3－1 に示す。この図は有機農産

物の認証機関である中緑華夏有機食品認証中心が認証している全国の有機農産物生産

企業から 281 件をランダムに選定したものを整理したものである。図 3－1 より中国で

は有機農産物生産では「会社」、「会社＋農家」、「会社＋合作社＋農家」といった組織に

よる生産が中核をなしている。そのうち、「会社」、「会社＋農家」、「会社＋合作社＋農

家」という組織形態がそれぞれ、25%、23%、42％であり、あわせて「会社」が構成要

素となっている生産組織¹⁾が全体の 90%を占めている。 

以下、「会社」、「会社＋農家」、「会社＋合作社＋農家」の有機農産物生産組織形態に

ついて説明する。なお、図 3－1 中にある「合作社」単独の生産組織については「会社」

単独の生産組織と同等であるので説明は省略する。 
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2.組織別有機野菜の生産状況 

 

(1)「会社」組織による生産 

 図 3－2 に「会社」による生産組織形態の仕組みを示す。「会社」による組織では会社

は農家から農地を借りるか、あるいは、農家から土地を資本として出資してもらうこと

によって、自社の農地を確保することが大きな特徴である。会社はそのようにして確保

した農地に有機農場を建設し、そこで有機農産物を生産することがもう 1 つの特徴であ

る。農地を確保するために農家から土地を借りた場合には借地料を支払う必要があり、

また、農家から農地を資本として出資してもらった場合には、借地料に相当する金額を

生活補償金として支払うのとあわせて、出資した土地の広さに応じた配当金を支払う必

要がある。「会社」組織による生産を行うには、これらの金銭的負担に耐えられるよう

な資金力が必要である。有機農産物の生産は自社の社員が行うが、その社員には農地を

会社に出資した農家が雇用されている場合もある。従って、農家にとっては、借地料あ

るいは生活補償金・配当金ならびに賃金を収入として得られる。 

 会社は自社の農場で有機農産物栽培に必要な認証、生産、管理を一括して行う。その

際、通常、「会社」組織では、自社の農地は 1 か所に集積されており、管理が行き届く

会社 

25％ 

会社＋農家 

23％ 

会社＋合作社＋農家 

42％ 

合作社 

8％ 

図 3－1 中国における有機農産物の生産組織形態の割合 

   出所：韓沛新(2010)『中国有機食品市場与発展国際検討会論文集』中国農業大学出版社 第 8 頁。 

その他 

2％ 
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ため農薬の使用などの不正行為が行われることがなく、認証規則に従って栽培されてい

ることを保証できる。 

以下に「会社」組織を採用している例として K 社を紹介する。まず、K 社は大連市

の北部の城西村にあり、2001 年に政府関係者が設立した民間企業である。K 社設立以

前の城西村では、食糧の供給過剰による農産物価格低落のため、農家の農業生産意欲が

低下したことから、人口の 70%が大連市あるいは南方に出稼ぎに出て、1,000 ムーあま

りの農地が耕作放棄地となっていた。K 社はこのような耕作放棄地を所有する農家に対

して、農地を資本として出資することを促し、2003 年まで 224 戸の農家から、3,328

ムーの土地を集積し、自社の農地を確保した。このような大量の耕作放棄地が存在して

いる状況は K 社にとってまとまった土地を農地として集積するのに有利に働いた。 

K 社は土地を出資した農家に対して、毎年、借地料に相当する生活補償金を支払い、

また、会社の利益の 40%を土地の提供した農家への配当金として分配している。K 社

への聞き取り調査によれば、2013 年に K 社が所有する土地面積は 3,328 ムーであり、

単位面積当たりの借地料は 700 元/ムーであるので、2013 年に支払う借地料の年総額は

233 万元であり、有機野菜生産のための主要な経費となっている。また、人件費につい

ては、2013 年現時点で K 社には自社農場の運営のために 4 人の管理職（給与：36,000

元/年）と 6 人の社員（給与：31,200 元/年）がおり、これらの給料の総額は 331,200 元

である。 

城西村の農家は 1999 年に 1 人当たりの年収が 1,200 元だったが、K 社に出資し、ま

た、生産にも従事した農家の収入は 2010 年には 17,000 元に増加した。これは 2010 年

図 3－2 「会社」の組織構成 

出所：K 社への聞き取り調査より作成(2010 年 5 月、8 月、2011 年 5 月、2013 年 3 月)。 
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の全国平均の農家一人当たり年収 5,915 元と比べると約 3 倍高く、また 2010 年の全国

平均の都市部生活者の年収との 19,109 元と比べても遜色のない値である。「会社」組織

は、農家の収入の改善にも大きく役立ったと言える。 

K 社の有機野菜の栽培品目を表 3－1 に示す。K 社の栽培品目数は生産開始当初より

順調に増加し、最近では 20 品目弱を生産している。K 社の有機野菜は大連市内で販売

されており、後の第 4 節で説明するように K 社は大都市近郊で大都市向けに多品目の

有機野菜を生産する生産会社に分類される。 

 

表 3－1 Ｋ社の有機野菜の栽培品目数 

  2005 2007 2008 2009 2010 

葉菜 5 1 2 3 4 

果菜 2 4 5 7 6 

根茎菜 0 5 5 8 8 

合計 7 10 12 18  18 

  

  

 

品

目

内

訳 

 

 

  

  

  

 

 

 葉菜 

  

油麦菜 油麦菜 長ネギ 長ネギ セロリ 

香菜   白菜 白菜 白菜 

リフーレタス     エゴマ 香菜 

ホウレンソウ       春菊 

レタス         

          

果菜 

 

インゲン キュウリ キュウリ インゲン キュウリ 

角瓜 カボチャ カボチャ キュウリ ミニトマト 

  インゲン ナス カボチャ 冬瓜 

  ナス トマト ナス ナス 

    角瓜 トマト 角瓜 

      角瓜 唐辛子 

      唐辛子   

 

  

根茎菜  

  

  サツマイモ サツマイモ サツマイモ タマネギ 

  ジャガイモ ジャガイモ ジャガイモ ニンニク 

  ニンジン ニンニク ニンジン カブ 

  タマネギ ショウが タマネギ ショウが 

  大根 大根 カブ ゴボウ 

      ゴボウ 里芋 

      ナガイモ ニンジン 

      里芋 大根 

出所：Ｋ社への聞き取り調査より作成(2010 年 5 月、8 月、2011 年 5 月)。 

注:①油麦菜はキク科の一種。 

  ②角瓜はウリ科の一種。 

  ③2006 年のデータはＫ社に記録が残っていなかった。 
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(2)「会社＋農家」組織による生産 

 図 3－3 に「会社＋農家」による組織形態の構造を示す。「会社＋農家」組織では、上

述の「会社」組織と異なり、会社は土地を持たず会社自体は農産物の生産を行わない。

会社は複数の農家と栽培契約を締結し、農家から買い取った有機野菜を販売する。従っ

て、「会社＋農家」組織における会社の役割は、有機農産物の販売、流通、マーケティ

ングが主なものとなる。また、会社は有機野菜の生産に関しては、農家の所有する農地

で有機農産物が栽培できるよう認証手続きを行い、また、農家に対して有機生産に関す

る生産資材、知識、情報を提供するとともに、農家における有機農産物生産が適切に行

われているか管理する。「会社＋農家」組織は、会社にとっては土地を確保するための

コストがかからないので、まとまった資金がなくても有機農産物事業を始められる利点

があり、また、農家にとっても負担の大きい有機認証費用を会社に肩代わりしてもらえ、

また、農家単独では習得することが難しい有機農産物生産に関する知識を会社から提供

してもらえるといったメリットがある。また、会社に自社農場を確保するための十分な

資金力があったとしても、農家が農地を手放したくないなどの理由で、必ずしも会社が

自社農場を確保できるわけではなく、そのような場合にも「会社＋農家」組織がとられ

る。 

一方、「会社＋農家」組織の会社にとっての不利な点は、この組織形態では栽培契約

している農家が 1 か所に集まっているとは限らず、散在しているのが一般的であり、そ
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場 

会社 

・認証 

・販売 

・流通 

・マーケティング 

生産委託・買い取り 

代金支払い 
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「会社＋農家」 

図 3－3 「会社＋農家」の組織構成 

  出所：X 社への聞き取り調査より作成(2013 年 3 月)。 
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のような場合に各農家が規定通りに有機農産物を栽培しているかを監督するのに手間

がかかることにある。通常、会社は有機認証規則を満たした有機農産物を農家から買い

取るが、有機農産物の生産は個々の農家に任されているため、会社の管理が十分でない

場合には、農家が生産量を増やして収入を上げようとして、農薬などを不正に使用して

生産した作物を有機農産物として買い取って販売してしまう可能性も高く、会社の信頼

性を落とす危険性がある。また、「会社＋農家」組織では農産物の価格が高騰した時に、

契約農家が当初の契約価格よりも高く売れる他所に横流しして売ってしまうことも頻

繁に発生しており、会社にとって販売する有機農産物が十分に確保できないことがある。 

 次に「会社＋農家」による組織形態を採用している X 社の事例を紹介する。X 社は

福州にあり 2005 年から有機万年茸の販売を行っている会社であり、合わせて 1,000 ム

ーの農地を有する複数の農家と有機万年茸の生産委託契約を結び、買い取ったものを原

料としてサプリメントに加工している。契約農家は X 社より万年茸の種子や生産資材

の供給を受ける。X 社は定期的に契約農家の農地を巡回し、また農家に技術者を派遣し

て技術指導や生産履歴のチェックを行っている。X 社でこれらの有機万年茸の栽培技術

指導・栽培管理に従事する技術者は 3 人おり、1 人当たりの平均給与は 48,000 元/年で、

3 人で年間 144,000 元となる。これを K 社とのコストと比べると、X 社は農場を確保

するための借地料がなく経費が大きく軽減されているのは明らかである。農場や農家の

管理に従事する人に対する人件費については、給与水準については両社とも同程度であ

り、従事者の人数の違いは生産品目数の違いによるものと考えられる。 

X 社と契約栽培農家がうまく連携する理由は、X 社への聞き取り調査によれば、取り

扱っているサプリメントの原料である有機万年茸は、流通ルートが限られているので、

一般的に「会社＋農家」組織において弊害となっている農家の他社への横流しが生じる

ことがないということである。このことから、販売ルートが限定されている品目につい

ては「会社＋農家」による組織形態が活用しやすいと言える。 

 

(3)「会社＋合作社＋農家」組織による生産 

 図 3－4 に「会社＋合作社＋農家」による組織形態の仕組みを示す。「会社＋合作社＋

農家」組織において会社が農場を持たずに、農家と生産委託契約を結び、契約した農家

から有機農産物を買い取って販売する点において、先述した「会社＋農家」組織と同様

である。「会社＋農家」組織との違いは合作社が介在することにあるが、有機農産物生
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産における「会社＋合作社＋農家」組織の大きな特徴は、会社に替わって合作社が農家

の有機農産物生産を管理、監督することにある。ほとんどの場合、合作社の導入は会社

の主導によって行われる。合作社を導入する主な理由は以下に示す通りである。 

①農業以外の分野から農業に参入しようとする会社が、合作社から有機農産物の生産

に必要な知識や技術の提供を受けるため。 

②契約農家が多数あり、また、散在している場合に、農家が有機認証規則に従って栽

培を行っているか監督したり、また、収穫した農産物をまとめて会社に納める集荷作業

を代行してもらうため。これにより「会社＋農家」組織で問題となっている農産物の価

格高騰時に農家が他所に農産物を横流しすることによる会社の被害を防ぐこともでき

る。 

いずれの場合も合作社によって農家の監督・管理を強化することにより有機農産物の

品質を保つことができる。これらの合作社に委託した業務に対して会社は合作社に手数

料を支払う。この手数料には 2 種類あり、1 つは合作社から派遣された人員の人数に比

例するものであり、もう 1 つは、会社が農家から買い取った農産物の買い取り量や買い

取り額に比例するものである。 

 「会社＋合作社＋農家」による組織形態の例として R 社を紹介する。R 社は 2009 年

に山東省の淄博市の博山に設立され有機野菜の販売を主な事業としている。R 社は

2012 年には 50 戸の農家と栽培契約し、合計の栽培面積は 292 ムーであった。栽培品

目はイチゴ、ニラ、インゲン、ピーマン、トマトなどである。「会社＋合作社＋農家」

図 3－4 「会社＋合作社＋農家」の組織構成 

出所：Ｒ社への聞き取り調査より作成(2013 年 3 月)。 
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組織の中において R 社は、有機生産認証資格の取得、生産計画の作成、市場開拓と販

売先の確保、資金調達などを担当し、合作社は散在する多数の農家の栽培管理、監督を

行っている。合作社が会社と農家の間に入って農家を管理、監督することにより「会社

＋農家」組織の有する欠点が解消され、高品質で多品目の有機農産物を生産、販売して

いる。その管理、監督などの業務に対して会社が合作社に 1 年間に支払う手数料は、合

作社からの派遣者 6 人に対する 214,400 元と収穫した有機野菜の重量 292 トンに対し

て 1 トン当たり 200 元となる手数料 58,400 元を合わせた 272,800 元である。 

 「会社＋合作社＋農家」による組織形態では「会社＋農家」組織と同様に自社で農場

を所有あるいは確保するためのコストは必要ない。農家の管理・監督に従事する人の人

件費については、「会社＋農家」組織の社員の給与より、「会社＋合作社＋農家」組織の

合作社派遣者へ支払う手数料の方が安いが、「会社＋合作社＋農家」組織では会社は合

作社に対してその他に農家から買い取った農産物の買い取り量や買い取り額に比例す

る手数料を支払う。契約農家数が増え、また、扱う品目数が多いとその管理に多くの人

を要するようになるが、そのような場合には、1 人当たりのコストが低い合作社を導入

した方が有利であると考えられる。 

 

2.有機農産物生産組織形態の比較と展開方向 

 まず、「会社」組織と「会社＋農家」組織を比較すると、「会社」組織では、会社が自

社の農場を確保するための資金が必要であるが、自社農場であるため有機農産物の栽培

において管理、監督を徹底的に行うことができ、高品質の有機農産物を提供することが

可能である。一方、「会社＋農家」組織において会社は自社農場を持たずに、そのため

の資金は必要なく、有機農産物事業に参入する障壁は低いが、有機農産物生産は契約し

た農家に任せているため、農家の不正行為によって有機規則を満たさない農産物を買い

取ってしまうこともあって、農産物の品質を保つことが難しい。そこで、「会社＋農家」

組織に合作社が関与し、「会社＋合作社＋農家」組織とすることによって、合作社が会

社に替わって農家の有機農産物生産を管理、監督し農家による不正行為を防ぎやすくな

るための農産物の品質を保つことができる。「会社＋合作社＋農家」組織では、「会社＋

農家」組織と同様に自社農場を確保するのに要する資金や経費が不要であるという利点

がある。また、農家を管理、監督するための経費は、合作社に支払う合作社からの派遣

者に対する手数料と農家から買い取った農産物の買い取り量や買い取り額に比例する
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手数料を合わせたものである。これは「会社＋農家」組織において同じ業務に従事する

社員に支払う給与よりは多くなるものの、土地を確保する資金や経費に比べれば 10 分

の 1 程度である。これら資金、費用と農産物の品質の観点から 3 つの生産組織形態を比

較したものを図 3－5 に示す。「会社＋合作社＋農家」組織では有機農産物生産、販売に

必要な資金、費用を低く抑えることができ、かつ有機農産物の品質も確保することが可

能である。合作社には有機農産物生産の監督、管理の他に先述したように、有機認証手

続きの代行、有機農産物生産技術の提供、農家による作物の横流しや会社による作物の

買い取り拒否を防止などの役目を委託することもできるので、今後、「会社＋合作社＋

農家」の組織形態がますます増える可能性が高いと考えられる。 

 

3.まとめ 

以上、有機農産物の生産組織として「会社」、「会社＋農家」、「会社＋合作社＋農家」

について分析、比較を行った。各組織形態の特徴は以下の通りである。 

 「会社」による組織形態においては会社が自社農場を確保するための資金が必要とな

るが、自社の農場で有機栽培、管理、監督を徹底的に行うことができ、高い品質を保証

することができる利点がある。 

 「会社＋農家」による組織形態では会社は自社の農場を持たないので土地を確保する

ための資金が不要である。有機農産物の生産は契約した農家に委託して行う。この組織

会社＋合作社＋農家 

 

図 3－5 有機農産物生産組織の比較 

出所：著者作成。 
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形態では個別の農家の管理に手間がかかることや、農家が作物を他所に横流しするとい

ったことが問題となる。農家の管理が行き届かない場合には、農家が農薬を不正に使用

して栽培したことを見逃し、有機認証規則を満たさない農産物を販売してしまう危険性

がある。 

 「会社＋合作社＋農家」による生産組織形態は「会社＋農家」組織に合作社が関与す

るものであり、会社が合作社に手数料を支払い、合作社が会社に替わって農家の管理を

行うことが特徴である。その結果、農家の管理が強化され、農家による不正行為を防ぐ

ことができる。 

 各生産組織を比較すると、「会社」組織では農地確保のための資金を要するが、高い

品質、信頼性を保証することができ、また、「会社＋農家」組織では多額の資金、費用

は必要ないものの、農家の管理が不十分である場合には農産物の品質が保証できないと

いう問題がある。「会社＋合作社＋農家」組織はこの 2 つの組織の中間に位置するもの

であるが、コスト面からみると「会社＋農家」組織に近くありながら、農産物の品質を

確保する点では「会社」組織に近づけることが可能であり、今後、「会社＋合作社＋農

家」組織形態がますます増えると考えられる。 
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第 3節 有機認証規則の改正と生産コストに与える影響 

 

1.有機食品偽装事件と認証規則の改正 

 

(1)有機食品の偽装事件 

周知のように有機農業は慣行農業と違い、化学合成殺虫剤を使用できないことから人

手による防虫といった手間のかかる作業を要し、また、化学肥料を使わないため、収量

低下に見舞われることも多い。従って、それらのコストが反映され、有機農産物の販売

価格は高いものとなる。このような状況の下で、収穫量を増やし生産コストを下げるた

めに、禁止されている殺虫剤や化学肥料を使用しておきながら、有機野菜と偽って出荷

したり、慣行野菜を仕入れておきながら有機認証ラベルを貼って高値で販売するなどの

不正行為によって不当な利益を上げる業者が後を絶たない。 

これらの偽装事件²⁾は大きく分けて 2 つのパターンがあり、1 つは生産現場における

ものであり、この不正のほとんどは、有機農産物生産農場として認証を受けていながら、

使用が禁止されている殺虫剤や化学肥料を使って栽培した野菜を有機野菜として出荷

するものである。これとは別に有機認証機関が不正に関与した例として、有機認証規則

において農産物生産企業は有機農産物の生産資格を取得するためには 3 年間の有機転

換期間が必要であると規定されているにも関わらず、ある有機認証機関が有機農産物生

産の資格を取得しようとした企業の便宜を受け、転換期間が 2 か月程度しか経ていない

のに有機生産農場としての認証を与えたという事例がある。 

偽装事件のもう 1 つは販売業者による不正であり、有機認証制度の基準を満たさない

野菜、すなわち、慣行栽培された野菜、有機農場転換期間中に栽培された野菜、あるい

は、有機認証期限が切れたり、認証資格が取り消された農場で栽培された野菜に販売業

者が有機認証ラベルを貼って高値で販売するものである。これらの違反に用いられた有

機認証ラベルは販売業者が偽造したり、認証が取り消された生産者から不正に入手した

ものであるが、この他に有機認証機関が不正に有機認証ラベルを販売業者に横流しして

いる事例もある。 

 

(2)有機認証規則の改正の要点 

上述の偽装事件が発生した要因を分析してみると、主にそれまでの有機認証規則³⁾
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の条項が厳密さを欠いていたり、具体的でなかったため、一部の不正業者に付け入るす

きを与えていたことが挙げられる。このような有機農産物偽装事件の再発を防止するに

は、有機農産物の生産と販売に関する制度や基準をより厳密にすることが必要であり、

これまで曖昧だった有機認証規則の内容が 2012 年に改正された。主な改正点を以下に

あげる(表 3－2)。 

 

まず、これまで有機認証規則として实施されてきたのは行政指導であり罰則がなかっ

たが、改正された新規則では違反を犯した有機農産物生産者は 1 年～5 年は再び有機生

産認証資格を取得することができなくなるという罰則規定を設けた。また、認証機関の

違反行為に対しても罰則が設けられ、有機認証機関が不正を行った場合には登録認証機 

関としての資格を取り消され、その認定機関から認定を受けた有機生産者も自動的に有

機農産物の生産資格を失うこととなった。 

次に、これまでの認証規則では、1 つの圃場で栽培地を隔てるなどの一定の条件の下

で有機と慣行の同時栽培、すなわち並行生産が可能であったのに対し、新規則ではこの

並行生産が禁止された。その改正された理由は、慣行栽培の農地で農薬を散布すれば、

隣接する有機栽培の農地にも農薬が飛来して農産物に農薬が付着し、農薬が付着した農

表 3－2 新旧認証規則改正の要点比較 

改正項目 
改正の要点比較 

改正の目的 
旧規則 新規則 

罰則の導入 なし 

1～5 年間は有

機生産認証資

格の取得不可 

有機市場から不正な有機生産業

者の排除 

生産業者 

並行生産 可 不可 

慣行栽培農地からの農薬の付着、

同一品目栽培の場合における慣

行野菜混入防止 

サンプル

検査 

回数 年１回 収穫ごと 
出荷段階で収穫したすべての有

機食品の認証の有効性の確保 対象品目 
全品目の

30％ 
全品目 

販売業者 

販売証明書 なし 提供の義務化 
流通段階で偽の有機食品の流通

の防止 

トレーサビリティ なし あり 

有機食品の生産地などの情報の

公開化、有機食品の真偽に対する

識別 

出所：ＧＢ/T19630-2005《有機産品》国家標準とＧＢ/T19630-2011《有機産品》国家標準か

ら整理、作成。 
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産物を有機として販売してしまう可能性があるからである。また 1 つ圃場で同じ品目を

慣行と有機で栽培する場合、収穫された慣行栽培と有機栽培の農産物を区別することは

難しく、慣行栽培した農産物を有機農産物と間違って、あるいは意図的に混在して有機

農産物として販売することを避けるためである。 

また、流通過程を対象としたものとして、有機農産物として販売する際の販売証明書

提供の義務化、有機認証コード番号制の導入とトレーサビリティの確立、販売者におけ

る再包装の禁止、などがある。 

 

(3)有機認証規則の改正にともなう認証費用の増加について 

さらに、今回の規則改正により生産現場に大きな影響を与えるものとして、認証手続

きに要する費用の増加とサンプル検査の厳格化に伴う検査費用の増加が挙げられる。認

証手続きに要する費用とサンプル検査費用は有機農産物生産者が毎年認証機関に支払

う費用である。まず、認証手続きに要する費用について新旧認証規則を比較したものを

表 3－3 と図 3－6 に示す。この費用は申請費・審査費など固定の費用と現地検査費な

どの認証面積に応じて増加する費用からなるが、今回の認証規則改正により、認証手続

表 3－3 新旧認証規則による認証手続き費用の比較 
 

旧規則   新規則 
 

書類審査など固定費用(元) 
申請費     500   2,000 
申請書審査費  1,500   2,000 
登録費   1,800   3,000 
書類作成費    －   2,000 
作成書類審査費    －   3,000 
年度管理費    －   5,000 
販売証明書費    －     300 

 
 小計   3,800  17,300 
 
現地検査費など認証面積による費用(元) 
 現地検査費  3,000×X  3,000×Y 
 監督検査費    300×X     － 
……………………………………………………………………………………………………… 
旧規則 
認証面積(ムー)  1,000 以下   1,001～3,000   3,001 以上 
X        3    4        5 
 
新規則 
認証面積(ムー)    200 以下   201～500   501～800   以降 300 ムー増える毎に 
Y       1            2           3              ＋1  

 

出所：中緑華夏有機食品認証中心「有機食品認証費用標準一覧表」より作成。 
注： 1 ムー＝666.7 ㎡ 
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きに要する費用はほぼ 2 倍に増加した。次に、有機栽培した農産物に対するサンプル検

査は、これまでの旧規則では認定機関が審査員を派遣し行う生産現地立ち入り検査は年

に１回、栽培している農産物の全品目数の 30～40％に当たる品目を対象に行っていた

のに対し、新規則では全栽培品目が検査対象となり、また、同じ年に複数回作付する品

目については収穫ごとに立ち入り検査を受けなければならなくなった。この規則改正に

より、栽培品目数が変わらなくても検査費用は 2.5～3.3 倍になり、さらに、１年の収

穫回数が多くなればそれに比例して検査費用も増えるため、生産者にとって生産コスト

の上昇につながる。 

 

ここで 10 品目を 1 年に 3 回収穫する場合を例として新旧規則でのサンプル検査費用

を比較したものを図 3－7 に示す。1 品目のサンプル検査費用を認証機関における平均

的な費用である 1,500 元とすると、旧規則では全品目である 10 品目の 30％が検査の対

象になるとすればサンプル検査を行うのは 3 品目であり、検査費用は 4,500 元である。

旧規則では1年に複数回収穫してもサンプル検査は1回で済むのでこの費用は変わらな

い。一方、新規則ではサンプル検査は全品目が対象であり、しかも収穫ごとに検査が行

われるので、サンプル検査は延べ 30 回必要であり、その費用は旧規則の 10 倍に当た

0         1000     2000     3000 0         1000     2000     3000 

60,000 

 

50,000 

 

40,000 

 

30,000 

 

20,000 

 

10,000 

 

0 

認証面積(ムー) 認証面積(ムー) 

旧規則  

新規則  

固定費用 

固定費用 

認証面積に依存する費用 

認証面積に依存する費用 

費
用(

元) 

 

図 3－6 新旧認証規則による認証手続き費用の比較 

出所：中緑華夏有機食品認証中心「有機食品認証費用標準一覧表」より作成。 
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る 45,000 元となる。このように、多品目を 1 年間に複数回収穫する場合に、新規則で

はサンプル検査費用が著しく増加する。そこで生産者が、認証コストを低く抑えようと

すれば必然的に栽培品目数を絞り、また、年一回収穫する品目を選択することとなる。

すなわち、穀物や根茎菜の栽培が選択される可能性が高くなると考えられる。一方、一

般的に 1 年間に複数回収穫する葉菜は認証コストがかかるため栽培が控えられるよう

になると考えられる。 

 

 

2.有機農産物生産会社ならびに販売会社への影響 

 

(1)有機農産物生産会社への影響 

認証規則改正による認証費用の増加が有機農産物生産会社の生産に与える影響につ

いて JLB 社の事例を示す。JLB 社は山東省の斉河県にあり、4,000 ムーあまりの有機

農場を経営している。JLB 社は野菜や穀物の他に豚・鶏・川魚なども認証機関の認証

を受けるべき有機農産物として生産・加工を行っている有機農産物生産企業である。 

JLB 社の 2011 年の有機青果物・穀物の生産品目数は 37 品目であり、それに関わる

0        3                 10 

旧規則 

検査:3 回 

4,500 元 
3.3 倍 

3 倍 

10 倍 3 

 

 

2 

 

 

1 

検 査 対 象 品 目 数  

図 3－7 新旧規則におけるサンプル検査費用の比較 
出所：筆者作成。 

注：10 品目を 1 年に 3 回収穫した場合、検査費用を 1,500 元／回

とし、旧規則における検査対象品目数を全品目の30％として計算。 

1

品

目

当

た

り

の

検

査

回

数  

 

新規則 

検査:30 回 

45,000 元 
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生産面積は 1,377 ムーであった。JLB 社の有機農産物生産の認証を行った認証機関は

北京愛科賽尓認証中心有限公司であり、この認証機関の認証費用の算出規則によると、

2011 年(旧規則)には認証手続きに要する費用は 17,000 元であり、サンプル検査費用は

37 品目の 30％に当たる 11 品目が対象となり費用は 16,500 元であるので、これをあわ

せて 2011 年に JLB 社が有機生産の認証のために支払った費用は 33,500 元であった。

仮に新規則が適用される 2012 年に 2011 年と同じ品目を生産した場合の認証にかかる

費用を以下に計算する。新規則ではサンプル検査は全品目が対象になり、また、収穫ご

とに検査を受ける必要がある。JLB 社が 2011 年に栽培した 37 品目のうち、レタスを

年 3 回、また、白菜を年 2 回収穫しているので、サンプル検査は 40 回受ける必要があ

る。このためのサンプル検査費用は 60,000 元となり、旧規則から大きく増加している。

また、新規則では認証手続きに要する費用は 29,300 元であるので、新規則下で 2011

年と同じ品目を栽培したとすると認証にかかる費用は合計で 83,900 元となる。このよ

うに、新規則になると 1 年に複数回収穫する作物を栽培した場合にサンプル検査費用が

大きく増大する。 

实際には JLB 社の 2012 年の有機青果物・穀物の生産品目数は 21 品目であり、それ

に関わる生産面積は 1,155 ムーであった。これより、新規則による認証手続きに要する

費用は 29,300 元であり、また、栽培した 21 品目はすべて年 1 回収穫する作物とした

ので、サンプル検査費用は 31,500 元である。あわせて認証にかかる費用は 60,800 元と

なった。2012年 JLB社の栽培品目の内訳を 2011年と 2012年で比較すると(図 3－8)、 

2011年に 13品目栽培していた葉菜を 2012年には生産をやめている。JLB社によると、

葉菜類は 1 年に複数回収穫することが一般的であり、その度毎にサンプル検査費用が必

要になるため、生産コストが大きくかさむので、それを抑えるためということである。 

 

(2)有機食品販売会社への影響 

次に、今回の有機認証規則の改正が有機食品販売企業に及ぼす影響として、規則改正

が施行された後の 2012年 8 月に大連にある有機食品販売会社 S社に対して实施した聞

き取り調査の結果を示す。S 社は大連で消費者向けに有機野菜の販売を行っており、小

売店は持たずに消費者からの注文を受け宅配するという形態をとっている。S 社は有機

野菜だけでなく有機穀物や肉も扱っている。今回の聞き取りによると、S 社では有機認

証規則が改正された後、生産者からの有機葉菜の出荷量が激減し、これらを仕入れるこ
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とができなくなり、仕方なく有機穀物のみを取り扱っているということであった。 

 

 

 

3.まとめ 

 本節では先ごろ中国で实施された有機認証規則改正の概要を調べるとともに、有機農

産物の生産企業ならびに販売企業に対する調査を通して規則改正の影響を明らかにし

た。 

 (1)2012 年 7 月 1 日に实施された有機認証規則の主な改正点は、①認証規則違反に対

する罰則規定の導入、②生産についての並行生産の禁止、③販売についての有機農産物

販売証明書提供の義務化、有機認証コード番号制の導入とトレーサビリティの確立、④

販売者における再包装の禁止、⑤有機農産物に対するサンプル検査の厳格化、などがあ

る。 

(2)サンプル検査の対象を厳格化されたことにより、収穫された農産物全品目に対し

て、また、収穫ごとに検査を受けることが義務付けされた。これは生産コスト上昇に直

結するため、生産者が認証コストの上昇を抑えようとすると、栽培品目として、穀物や

根茎菜を選びがちであり、反対に葉菜は避けるようになると考えられ、有機野菜全般を

幅広く求めようとする消費者の需要を満たせるか懸念される。 

(3)認証規則改正後の 2012 年に有機葉菜の生産を中止した有機農産物生産会社や有

機野菜が入手できなくなった有機食品販売会社があった。 

図 3－8 JLB社の生産品目数の比較 
出所：JLB 社への聞き取り調査より作成(2013 年 3 月)。 
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第 4節 有機野菜生産地域の特徴  

 

1.全国の有機野菜の生産状況 

 

(1)有機野菜生産についての全国データの収集 

中国では有機農産物には野菜、果实、穀物、畜産品の他に自然採取した木の实や養殖

水産品も含まれるため、上に述べた IFOAM が発表する有機農産物の栽培面積に関する

データには編集する年ごとに編集者の意向によって、自然採取を行っている土地の面積

や養殖漁場の面積が含まれたり、含まれなかったりしてデータの連続性が欠けており、

概略としての傾向がつかめる程度であった。これはこれまで全国レベルで調査、集計さ

れたデータが発表されたことがないためである。同様に有機農産物の認証証明書の発行

件数についても全国レベルのデータがないため、各認証機関が発表したデータが参照さ

れてきた。本論文では有機野菜を研究の対象としていることから、有機野菜の全国レベ

ルでの生産状況を把握することが不可欠であると考え、有機野菜生産についての全国デ

ータの収集を試みた。参照したのは中国国家認証認可監督管理委員会がホームページで

公開している食品・農産品の認証に関するデータである。このデータから有機農産物の

認証データを検索した。検索結果は認証番号ごとに表示され、そのデータの内容は、生

産会社に関する情報(名称、所在など)、認証機関名、認証の有効期間、生産品に関する

情報(品名、生産量、農場名、農場所在地)である。検索される有機農産物の認証件数は

約 9,500 件あり、それを 1 件ずつ確認して有機野菜についての認証データのみを収集し

た。有機農産物の認証証明書は随時発行され、有効期間は 1 年間であるため、例えばあ

る年の 1 月 1 日に検索した場合には、検索結果として示される認証証明書のデータは、

最も以前に発行されたものは有効期限がその前年の 1 月 2 日からその年の 1 月 1 日ま

でのものであり、最も新しく発行されたものは有効期限がその年の 1 月 1 日から 12 月

31 日までのものとなる。従って、各年ごとの集計を取ることはできないが、2 年間の

平均にあたるデータを収集することができる。今回は 2013 年 7 月 20 日から 30 日まで

に収集した認証データを用いた。なお、中国国家認証認可監督管理委員会のデータでは、

有機認証データとあわせて、有機転換期間中の認証データも掲載されており、これらを

合わせて有機認証としているので、以下のデータ分析では両者を合わせたデータを用い

ている。 
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(2)有機野菜認証データの分析 

 有機農産物についての約 9,500 件の認証について省、都市ごと発行件数を並べたもの

を図 3－9 に示す。  

図 3－9 中で黒龍江省の有機農産物の認証件数が最も多く 1,115 件であるが、その内

で有機野菜生産として認証を受けている件数は 18 件である。これは黒龍江省では有機

米の栽培が大半であり、有機野菜の生産はそれに比べてわずかであるためである。 

有機野菜の生産として認証を受けている件数は全国で 855 件であり、図 3－10 にそ

れを省、都市ごとに並べたものを示す。また、図 3－11 には省、都市ごとの有機野菜

の生産量を示す。有機野菜の認証件数、ならびに生産量のいずれにおいても四川省と山

東省が最上位におり、これらが有機野菜の一大生産地であることが分かる。 
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次に、各省、都市で生産された有機野菜ののべ品目数を図 3－12 に示す。のべ品目

数には重複する品目が含まれている。北京市、上海市といった大都市での生産品目数が

多いという特徴がある。 

 各省、都市ごとの有機野菜の生産量をのべ品目数で割った１品目当たりの平均生産量

を図 3－13 に示す。１品目当たりの平均生産量が多い福建省と黒龍江省は図 3－12 に

示すのべ生産品目数は尐なく、また、図 3－13 に示す生産量では上位であることから、

この地域の有機野菜生産の特徴は尐品目大量生産であることが分かる。これらの地域は

大都市から離れたところが多く、尐ない品目を大量に作ることで生産コストを下げるこ

とを目指している。反対に、１品目当たりの平均生産量の尐ない北京市と上海市では生

産品目数は多いが、全体の生産量は尐ないことから多品目尐量生産といった特徴を持っ

ていることが分かる。このような多品目尐量生産の地域では生産コストは高くなると考

えられる。この北京市や上海市などの大都市において多品種尐量生産された有機野菜は、

それらの都市の消費者によって購入されていると考えられる。 
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次に、中国国家認証認可監督管理委員会ホームページのデータから全国の有機野菜生

産会社の中で生産量上位の会社を見てみる。なお、国家認証認可監督管理委員会ホーム

ページには有機農産物の生産についての認証データだけでなく、加工に関する認証のデ

ータも掲載されているので、収穫した野菜を自社で加工した場合にはどのような加工を

したかも知ることができる。 

 例えば、有機野菜生産量第 1 位の会社は、福建省にある YD 社でタケノコのみ 1 品目

を年間 32,045 トン生産している。自社農場で生産したタケノコは自社工場で水煮タケ

ノコに加工している。 

 また、生産量第 2 位は黒龍江省にある BDH 社である。この会社が有機野菜以外にも

小麦や大豆などの穀物も生産している。有機野菜は生産量の多い順にトウモロコシ、ハ

クサイ、ジャガイモ、テンサイ、ダイコン、ニンジン、ホウレンソウの 7 品目合計で年

間 30,752 トン生産している。これらの有機野菜は自社の加工工場で、漬物、乾麺、乾

燥野菜に加工されていることが示されている。 

 同様にして有機野菜生産量の全国上位 10 社を表 3－4 に示す。このうち生産品目数

が 1 品目だけの会社が 7 社あり、多くても 7 品目である。また 10 社のうち 7 社が生産

した有機野菜を水煮、漬物などに加工している。さらに、福建省と河北省の会社以外の

8 社は北京市、上海市からは離れた内陸にある。これらのことから、尐ない品目の有機

野菜を大量に生産する生産会社の特徴として、収穫した有機野菜を加工することが多く、

また、北京市や上海市などの大都市から離れた内陸に所在していることが多いと言える。 
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一方、有機野菜の生産品目数が多い会社について見てみると、品目数の全国上位 10

社は表 3－5 に示す通りである。品目数は１つの会社が同じ品目でも複数の認証を受け

ていることがあるので重複するのも含めてのべ品目数で示す。こののべ品目数が最も多

い会社は 187 品目であり、10 位の会社でも 53 品目である。各社の生産量をのべ品目数

で除した 1 品目当たりの生産量は高々22 トンであり、上述の尐品目を大量に生産する

会社の 1 品目当たりの生産量が数千トンから数万トンであるのに比べると極めて尐量

である。また、生産品目はどの生産会社も葉菜、果菜、根菜がまんべんなく揃っている。

また、所在地は北京市、上海市といった大都市か、あるいは大都市の近郊となっている。

表 3－4 に示す上位 10 社のうちで 7 社は自社内での加工の認証も受けているが、加工

の内容は上述したような水煮や漬物などとしての加工ではなく、「保蔵蔬菜」と記載さ

れており生産野菜としての鮮度を保つための処理が行われている。従って、生産品目数

の多い生産会社の特徴は、大都市あるいは大都市近郊にあって、大都市の消費者にその

まま生鮮有機野菜として供給することにあると考えられる。次章以降では、このような

大都市あるいは大都市近郊で生産され、大都市において消費される有機生鮮野菜の消費

と流通に関して考察を行う。 
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2.北京市における生鮮有機野菜の生産状況 

以下に、大都市の有機野菜生産会社の例として北京市にある G 社と C 社の事例を示

す。2013 年北京市近郊における有機野菜生産量は 10,952 トン、生産企業数は 64 社で

ある。これより 1 社当たりに平均した生産量は約 171 トンとである。この１社当たり

の平均生産量と比較すると、G 社と C 社とも生産量はそれぞれ 225 トン、400 トンで

あり、比較的規模の大きい有機野菜生産会社である。そこで、この 2 社を聞き取り調査

の対象として選んだ。まず G 社は、2008 年 6 月に北京市順義区にある村の協力を得て、

中国農業大学、中国科学院植物研究所、中国農業科学院の指導の下に有機野菜の生産、

販売を事業とする会社として設立された。現在は資本金が 50 万元、従業員が 12 人、

そのうち、正社員 7 人、パート 5 人の有機野菜生産、販売会社である。今回は北京市中

心部から北東に 50 キロの距離にある北京市順義区ある村に位置する同社の生産農場へ

訪問し、聞き取り調査を行った。同社の創業者でもある社長は中国農業大学の有機農業

専攻を卒業した農学修士であり、環境保全型農業を目指した有機農業に関心があり、有

機栽培に関する専門技術を有する。 

G 社は順義区ある村から使用期間 22 年で、50 ムーの土地を借り上げて、自社の有機

栽培農場を建設した。北京近郊では農業用地の賃貸料は分布地域と土地の等級によって

１ムー当たり 600 元/年～1,500 元/年であるが、借り上げた順義区ある村の協力で安価

な価格で 1 ムー当たり 600 元/年となっており、1 年間の土地賃貸料総額は 3 万元であ

る。G 社は生産開始年から積極的に有機野菜の栽培に取り込んでいる。2013 年の有機

野菜栽培品目は 33 品目、生産量は 225 トンであり、年間売上高は 90 万元となってい

る。収穫した有機野菜は北京市内で販売している。 

G 社は設立と同時に有機野菜生産農場の整備を開始し、3 年間の転換期間を経て 2011

年に有機野菜生産農場としての承認を受け、有機野菜の栽培を正式に開始した。以下に、

有機野菜の栽培に関してG社で行っている生産管理状況についての取り組みを述べる。

まず、有機を栽培する農場としての認証を得るために、農場の周囲 5 キロ以内には著し

い排煙など、環境に悪影響を及ぼす工場などがない土地を厳選し、敷地内には慣行栽培

土地を持たない。また、栽培農場では農地の土壌、水質、周辺の大気をモニターで常時

監視測定し有機生産の基準を厳守するようにしている。 

 生産管理としては有機野菜であるから当然のことであるが、全生産過程において化学

農薬、化学肥料、成長促進などを一切使用していない。したがって、当農場では化学肥
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料を使用しない代わりに堆肥の原材料として鳥糞、家鴨糞、豚糞などの家畜糞や大豆の

茎、トウモロコシ茎、落葉を土壌と混合し、発酵菌を入れて、一定温度下で発酵させて

作った堆肥を用いている。また、化学農薬の使用を禁止することによる病虫害の予防の

ためにアブラナ科→ウリ科→マメ科→キク科→ナス科という輪作を行っている。また、

施肥、肥培管理、虫害の侵入防除などのすべてが有機栽培の基準に沿って行われている。

さらに有機栽培基準通りに有機野菜が生産されているかについては、定期的な検査、確

認、種子の購入先、育苗堆肥などの投入量や投入時期、期間の記録、人工除草の回数と

期間の記録により確認を重ねている。認証機関が毎年、現場の立ち入り検査と記録内容

の確認を行われ、この検査に合格する必要がある。G 社の有機野菜の販売方法について

は第 5 章の有機野菜の流通において紹介する。 

次に C 社の事例について述べる。C 社の概要と事業沿革は以下のとおりである。C

社は 2007 年に成立され、資本金は 2,000 万元で、従業員は 200 名である。表 3－6 に

示すように、売上高は成立当初 2007 年の 80 万元から 2012 年には 2.5 億元までになっ

ており、猛スピードで成長した大手有機野菜生産会社である。C 社は有機野菜の栽培に

従事するだけではなく、有機野菜以外の有機食品もあわせて販売する企業である。 

 

表 3－6  C社の年間売上の推移 

2007 年 80 万元 

2008 年 500 万元 

2009 年 5000 万元 

2010 年   1 億元 

2011 年   2 億元 

2012 年   2.5 億元 

出所：C 社への聞き取り調査より作成(2013 年 8 月)。 

 

 現在取り扱っている主な有機食品は有機野菜、有機果物、有機穀物、有機上海蟹であ

る。これらの有機食品の生産地域は品目によって異なり、有機野菜は北京、有機果物は

山東省、陝西省、江西省、有機穀物は黒龍江省、有機上海蟹は江蘇省というように全国

に分布している。聞き取り調査を行った時点で北京では 40 品目、400 トンの有機野菜
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を生産しており、有機野菜の品目数では、北京にある 64 社の有機野菜生産会社の中で

第 3 位となっている。 

 C 社は自社では有機野菜生産のための農場を持っておらず、北京の近郊にある延慶県、

順義区、密雲県にある 3 社の合作社と契約し、有機野菜の生産を委託している。ここで

は、その 3 社の中で、委託契約している生産量が一番多い延慶県の例を説明する。延慶

県は北京市の西北部に位置し、北京市の中心部から 85 キロ離れており、周辺には工場

がなく、自然環境の良いところである。C 社は、この延慶県にある D 合作社と生産委

託契約している。C 社は 2007 年に村が地元の農家を組織して設立された。現在、C 社

に参加している農家は 298 戸、4,000 人くらいである。C 社は D 合作社から 24 個のハ

ウスを借り、有機野菜を生産している。D 合作社は C 社から種子の提供や有機肥料・

有機農薬など生産資材の提供を受けるとともに有機栽培に関する技術指導を受けてい

る。 

 生産過程では、C 社から生産委託を受けた D 合作社は有機野菜の生産基準に厳格に

従っており、D 合作社における有機野菜の栽培面積と栽培品目は C 社との栽培委託契

約により決められている。C 社は自社の技術者・管理者を合作社に派遣し、技術指導や

生産現場の監督・管理や投薬防止から、最後の収穫、トラック積み込み作業の現場立ち

合いまで行う。北京市にある C 社が生産委託契約した他の合作社 2 社にも交代で技術

者、管理者を派遣し常駐させている。有機基準に従って生産された有機野菜は契約に従

いすべて C 社が買い取る。C 社の有機野菜の販売方法についても第 5 章の有機野菜の

流通において紹介する。 

 

第 5節 小括 

以上のように、中国における有機野菜生産の特徴を明らかにした。その結果は次のよ

うである。 

まず、有機野菜の生産組織の特徴について分析した。有機野菜生産は個人農家単独で

行われることはほとんどなく、「会社」、「会社＋農家」、「会社＋合作社＋農家」による

組織が、生産される。また、有機野菜の品質を保証するためには、「会社」組織で生産

するのが最も有効であるが、生産コストも高くなることを明らかにした。 

次に、有機野菜の偽装事件などの不正行為を防止することを目的とした 2012 年の有

機認証規則の改正により、収穫された有機野菜のサンプル検査が厳格化されたため、検
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査費用が大幅に増加し、それにともない有機野菜の生産コストも大幅に上昇したことを

指摘した。特に多品目を 1 年間に複数回生産する場合に、この影響が大きくなることを

示した。 

さらに、中国国内の有機野菜の生産状況を分析し、大都市から離れた内陸地域におい

て尐品目の有機野菜が大量に生産され、それらの多くが加工向けであること、反対に大

都市近郊では、多品目の有機野菜が尐量ずつ生産され、それらの多くが大都市に生鮮野

菜としてそのまま供給されていることを解明した。有機認証費用の視点から加工向けの

尐品目大量生産に比較して、生鮮流通向け多品目尐量生産のコストが大きいことが感が

られる。 

  最後に、中国の生鮮有機野菜の主要な生産地、消費地である北京市において有機野菜

生産量が多いＧ社とＣ社の有機野菜の生産状況を取り上げた。また、生産組織形態につ

いては、Ｃ社が「会社」、Ｇが「会社＋合作社＋農家」であることを示した。 
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注 

1)本論文では、有機農産物の生産主体と販売契約を結ぶ主体のネットワークを意味する

ものとして「生産組織」という表現を用いている。 

2)有機食品偽装事件は以下の通りである。 

・山東省の寿光農圣有機庄園公司の有機生産農場が禁止されている殺虫剤ペンタクロロ

ニトロベンゼン(PCNB)を使用した。(2011 年 12 月 1 日の中央テレビ「焦点訪談より」) 

・山東省肥緑源果菜有限公司の安站有機農場で禁止されている殺虫剤水酸化第二銅が使

われていることが判明した。(同上) 

・山東省肥城安驾庄镇有機農場が禁止されている殺虫剤オメトエートを使用した。(同

上) 

・中国ネット販売大手である「京東商城」が有機転換期間中に栽培した米を有機米とし

て販売した。(2011 年 6 月 8 日付「広州日報」より) 

・広州市の青怡有機野菜有限会社が有機転換期間中に栽培した野菜を有機野菜として慣

行野菜の十倍の値段で販売した。(2011 年 8 月 30 日付「羊城晩報」より) 

・済南市の銀座スーパーが慣行インゲンに勝手に有機ラベルを貼り付け、有機インゲン

として高値で販売した。(2011 年 11 月 1 日付「新京報」より) 

・広西チワン族自治区のスーパーで慣行栽培された米などの穀物やニンジンの加工品を

有機食品として高値で販売した。(同上) 

・山東省のスーパーで、有機認証資格が取り消されていた山東省栄豊食用菌有限公司が

生産したキノコを有機キノコとして販売した。(同上) 

・広西南寧青秀区の利実隆スーパーで有機認証期限が切れた徳偉有機が生産した八宝粥

有機食品として販売した。(同上) 

3)中国では 2005 年に实施した「有機産品認証实施規則」(「旧規則」という)が統一的

な国家標準である。その後、世界各国の有機認証基準の動向を受け、また、中国国内

では有機食品の偽装事件再発を防止するため、2012 年に規則改定を实施した(これを

「新規則」という)。 
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第 4章 生鮮有機野菜の購入・消費の特徴 

 

第 1節 本章の課題と方法 

第 1 章の既存研究において、有機野菜は主に大都市において消費されていることを紹

介した。また、前章の有機野菜生産地域の特徴において、大都市、あるいは大都市周辺

では多くの品目の有機野菜が尐量ずつ生産されている特徴があることを示した。本章で

は、このような大都市、大都市周辺で生産された有機野菜が大都市のどのような消費者

に消費されているかを明らかにするために、北京市において、有機野菜購入者を対象と

したアンケート調査、有機野菜小売店の調査、ならびに有機野菜生産会社に対する聞き

取り調査を行い、これらの結果より、大都市における有機野菜の消費の特徴を考察する。 

 

第 2節 有機野菜購入者の特徴 

 

1.アンケート調査の概要 

 北京市において若手の有機野菜の生産者と購入者が有機野菜に関する情報交換を目

的として立ち上げた「北京市有機農夫市集」と称する団体があり、毎週末に北京市内の

百貨店や住宅地で集会を開催し、有機野菜の展示・販売を行っている。 

この調査では、2013 年 8 月 25 日、8 月 31 日、9 月 1 日にこの集会に参加した日頃か

ら有機野菜を購入している人たち 121 人に協力してもらい、「有機野菜を購入する理由、

購入先と購入先の選択理由、購入品目の傾向」などについてアンケート調査を行った。 

 

2.有機野菜購入者の属性 

表 4－1 は調査対象者の性別を示したものである。女性が男性よりやや多い。安全な

食品対する関心を払うことは男性と女性とも同じである。 

 

 

表 4－1 性別 

性別 人数(人) 比率(%) 

男性 59 48.8 

女性 62 51.2 
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表 4－2 は調査対象者の学歴を示す。学歴から見るとその中では大卒が最も多く

62.8%、修士が 21.5%、博士 0.8%となっており、購入者の 85%は大卒以上の学歴を持

っている。北京市統計年鑑による 2011 年に北京の都市部住民の学歴に対する調査結果

に基づいて算出したところ大卒以上の学歴を持っている人は 18%であったが、それに

比較すると有機野菜の購入者の学歴ははるかに高い。これは学歴を高ければ、高いほど、

食品に対する安全性の意識が高く、また、学歴が高い人は良い職に就くことから収入も

高い。それによって金銭面において有機野菜を購入できる消費層と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、年齢については表 4－3 に示すように、20－29 歳代と 30－39 歳代が最も多く、

合わせて 78.5%を占めている。購入者の年齢は若い傾向にある。20 代と 30 代の若者が

主要な消費者である。現在の中国では経済の発展とともない、国が教育を重視するよう

になったことから 20 代から 30 代までの人の多くは大学の教育を受けた世代であり、

上述の表 4－2 に示した有機野菜購入者が大卒以上の学歴を持っている消費層の結果に

合致する。 

表 4－3 年齢 

年齢 人数(人) 比率(%) 

20－29 歳 33 27.3 

30－39 歳 62 51.2 

40－49 歳 11  9.1 

50－59 歳 7  5.8 

60 歳以上 8  6.6 

表 4－2 学歴 

学歴 人数(人) 比率(%) 

博士 1  0.8 

修士 26 21.5 

大卒 76 62.8 

専門学校 8  6.6 

高卒 8  6.6 

小中卒 1  0.8 

回答なし 1  0.8 
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表 4－4 に家族構成と収入のある家族の人数を示す。家族構成は夫婦と子供の 3 人家

族が最も多く 33.9%、次は夫婦だけの 2 人家族の 32.2%だった。 

 

表 4－4 家族構成 

家族構成 人数(人) 比率(%) 

独身 18 14.9 

夫婦二人だけ、子供いない 39 32.2 

夫婦二人(未成年・学生の子供がいる) 41 33.9 

ご両親と同居、子供いない 6  5.0 

ご両親と同居(未成年・学生の子供がいる) 3  2.5 

その他 13 10.7 

回答なし 1  0.8 

 

表 4－5 は購入者の年収を示す。家族の年収では 5～10 万元、10～20 万元、20～30

万元、30～50 万元、50～100 万元、100 万元の 6 階層を設定したが、購入者は 10～20

万元、20～30 万元、30～50 万元、の 3 階層が中心となっており、それぞれの占めてい

る比率は 24.8%、20.7%、16.5%であり、合わせて、62 %を占めている。 

 

表 4－5 家族の年収 

年収 人数(人) 比率(%) 

5～10 万元 19 15.7 

10～20 万元 30 24.8 

20～30 万元 25 20.7 

30～50 万元 20 16.5 

50～100 万元  7  5.8 

100 万元以上  1  0.8 

回答なし 19  15.7 
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 表 4－6 に購入者の住所を示す。回答者の上位 3 位は朝陽区、東城区、西城区に住ん

でおり、全体の約 3/4 を占める。 

 

表 4－6 住所 

住所 人数(人) 比率(%) 

朝陽区 46 38.0 

東城区 27 22.3 

西城区 20 16.5 

海淀区 12  9.9 

石景山区  3  2.5 

通州区  3  2.5 

昌平区  3  2.5 

豊台区  2  1.7 

順義区  2  1.7 

大興区  1  0.8 

その他  1  0.8 

回答なし  1  0.8 
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 図 4－1 に北京市の地図を示す。この中で図の中央の黒線で囲んだ地域が北京市の中

でも人口の集中しているところである。その中でも上述の朝陽区、東城区、西城区は北

京市の最中心部に位置する。回答者にこの地域の住民が多いのはアンケートを实施した

集会場がこれらの地域で開催されていたため近隣に住む人が参加したためと考えられ

る。 

 

 

 図 4－1 アンケート回答者の住所 

出所：筆者アンケート調査より作成。 
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3.アンケート結果と考察 

 図 4－2 にアンケート回答者の年収の分布を示す。アンケート回答者の年収の平均値

は 21 万元である。これに対して、2012 年版北京統計年鑑によれば北京市市街地居住者

の平均年収は約 10 万元であり、アンケートに回答した日頃から有機野菜を購入してい

る人たちが北京市街の平均的な人たちよりも約 2 倍の高収入者であることが分かる。 

 

 

ここで有機野菜と慣行野菜の価格を見てみると(表 4－7)、有機野菜の価格は平均で慣

行野菜の 6 倍であり、有機野菜購入者の収入が高いことの理由となっていると考えられ

る。 
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有機野菜購入者平均値：21 万元 

北京市都市部住民平均値：10 万元 

図 4－2 有機野菜購入者の年収の比較 

出所：筆者アンケート調査と 2012 年版中国統計年鑑より作成。 
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次にアンケート回答者がどこで有機野菜を購入しているかを見てみると(表 4－8)、イ

ンターネットなどの宅配を利用している人が 52 人(43%)であり、主に、スーパーで購

入している人がのべ 65 人(54%)である。スーパーの利用では BHG(地元系)が一番多く

34 人であり、次いでカルフール(フランス系)の 22 人である。このようにネット販売と

スーパーがよく利用されている。 

 

表 4－8 アンケート調査回答者の有機野菜の購入先  

購入先 人数(人) 比率(%)  

ネット販売 52 43  

スーパー のべ 65 54  

内訳 BHG 34 28.1  

カルフール 22 18.2  

有機 OG専門店  6 5.0  

イトーヨーカドー  5 3.3  

ウォルマート  3 2.5  

観光農園 17 14  

その他  1 1  

出所：北京市の有機野菜購入者のアンケート調査より作成(2013 年 8 月)。 

表 4－7 北京市における有機野菜と慣行野菜の小売価格比較 

品目名 有機野菜(元/kg) 慣行野菜(元/kg) 価格(倍) 

ミニ白菜 68.8 12 6 

チンゲン菜 62.9 10 6 

レタス 62.8 12 5 

ニラ 65 13 5 

トマト 39 10 4 

キュウリ 62.9 13 5 

ナス 69.5  8 9 

タマネギ 48.6  5 10 

平   均 6 

出所：北京市の復興門 BHG スーパーでの調査より作成(2013 年 8 月)。 
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第 3節 スーパー経由チャネルの狭小性 

 上述のアンケート調査で多くの回答者が有機野菜を購入するのに利用しているスー

パーを調査した。北京の現地で調べたところ、北京市内で有機野菜を 10 品目以上揃え

て本格的に有機野菜を販売しているのは 15 店舗のスーパーであり、表 4－9 に示す通

りである。 

 

表 4－9 北京市内で有機野菜を販売しているスーパー 

スーパー名 所在 品目数 仕入れ先 

BHG 東直門／東城区 16 OG 社 

BHG 復興門／海淀区 22 OG 社 

BHG 太陽宮／朝陽区 14 OG 社 

BHG 阜成門／西城区 18 YSH 社 

BHG 双井／朝陽区 15 YSH 社 

BHG 巴沟／海淀区 30 D 社 

BHG 西直門／海淀区 22 YSH 社 

BHG 五道口／海淀区 14 YSH 社 

BHG 宠武門／海淀区 28 YSH 社、TA 社 

BHG 頤堤港／朝陽区 19 OG 社、YSH 社 

BHG 大望路／朝陽区 27 YSH 社、OG 社、TA 社 

ウォルマート 大望路／朝陽区 25 D 社 

ウォルマート 知春路／海淀区 28 D 社 

カルフール 双井／朝陽区 29 D 社 

カルフール 国展／朝陽区 12 D 社 

出所：北京市で有機野菜を販売するスーパーへの調査より作成（2013 年 8 月）。 
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図 4－3 に北京市内におけるこの 15 店舗の分布を示す。図中の灰色の地域は北京市

の中心に近く人口の多いところを示す。その中でも有機野菜を販売しているスーパーは

東城区、西城区、海淀区、朝陽区といった北京の最も中心部に所在している。しかし、

北京市中心部の限られた店舗数のスーパーだけではそこから離れた地域の満たせると

は考えられない。 

 

 

 

先に示した表 4－9 には北京市内で有機野菜を販売しているスーパーで調査した各店

舗の有機野菜の仕入れ先をあわせて示すが、これを見るとこれらのスーパーに有機野菜

を納入しているのはすべて北京市にある有機野菜生産会社であり、あわせて、OG 社、

YSH 社、D 社、TA 社の 4 社である。一方、第 3 章で述べたように北京市にある有機野

菜生産会社は 64 社である。従って、北京市にある有機野菜生産会社でスーパーに出荷

している会社は尐数派であるといえる。そこで次に、北京市の有機野菜生産会社がスー

図 4－3 北京市内の有機野菜を販売しているスーパーの分布 

出所：北京市で有機野菜を販売しているスーパーへの調査より作成(2013 年 8 月)。 

B ：BHG         11 店舗 

W：ウォルマート   2 店舗 

C ：カルフール     2 店舗 
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パーの他にどこに販売しているかを調査した。 

 

第 4節 有機野菜生産会社の販売先 

 北京市にある有機野菜生産会社 14 社に対して調査を行った。表 4－10 に調査を行っ

た有機野菜生産会社の販売先の割合を示す。個人向け直接販売とは一般家庭向けに会員

制による契約に基づいた販売、あるいは、通信販売である。ネット業者経由とは、他の

有機野菜生産会社で自社の有機野菜の品揃えを増やしたり、品不足の補充を必要とする

会社向けに販売するものや、有機野菜の生産は行わず通信販売などで有機野菜の販売の

みを行っている会社向けの販売であり、最終的には一般家庭向けに届けられる。政府機

関・大手企業とは贈答用としての需要であり、主にギフトカードの形式が用いられる。

その他とは有機野菜生産会社が運営する有機野菜の観光農園で販売されるものや、観光

農園の中のレストランで使われるものを指す。 

 これより、有機野菜生産会社からスーパーに卸される割合は極めて尐ないことが分か

る。その理由については次章の有機野菜の流通において考察する。一方、アンケート調

査ではほぼ半数の回答者が有機野菜をスーパーで購入すると答えていたが、これは回答

者の居住する地区を見ると、朝陽区が 46 人(38%)、東城区が 27 人(22.3%)、西城区が

20 人(16.5%)と回答者の約 3/4 が北京の最も中心の地区に居住しており、そこに有機野

菜を販売しているスーパーも集中していることから、スーパーの利用者の割合が高くな

ったと考えられる。 
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第 5節 小括 

 本章では有機野菜消費の特徴を明らかにするために、北京市の有機野菜購入者に対す

るアンケート調査と有機野菜小売店の調査および有機野菜生産会社への聞き取り調査

といった側面から行った。その結果は次のようになる。 

 まず、北京市の生鮮有機野菜購入者に対するアンケート調査から有機野菜購入者の平

均収入は北京市都市部住民の約 2 倍であること、及び購入に当たって有機野菜生産会社

によるネット販売との定期購入契約による宅配便での配送と、スーパーでの入手が主で

あることを明らかにした。 

 また、北京市内の小売店に対する聞き取り調査から、有機野菜を扱っている店舗は北

京市の中心部に位置する尐数に限られることを明らかにした。すなわち、生鮮有機野菜

をスーパーから常時購入できる人は特定の地域に限られていることになる。 

 さらに、北京市の有機野菜生産会社に対する聞き取り調査から、生鮮有機野菜の販売

方法として消費者個人(家庭)向けの直接販売と、贈答用として利用する政府機関・企業

向けの販売が主であり、スーパー向けの納入の割合は小さいことを明らかにした。 
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第 5章 生鮮有機野菜の取引方法と流通構造の特徴 

 

第 1節 本章の課題と方法 

前章において、北京市の有機野菜生産会社の販売先として個人消費者向けの直接販売

が最も多いことを示した。本章ではまず、第 2 節ではこの個人向け直接販売の取引方法

を説明し、その特徴について考察する。また、第 3 節ではスーパーに生鮮有機野菜を販

売している有機野菜生産会社が尐ないことについて、その理由を検討する。最後に、第

4 節では北京市の有機野菜生産会社に対する聞き取り調査結果に基づき、北京市の生鮮

有機野菜流通ルートを明らかにする。 

 

第 2節 生産者と消費者の直接取引の方法 

まず、個人向け直接販売について説明する。個人向け直接販売で最も利用されている

のは一定期間の購入契約を結ぶ方式である。個人向け直接販売で有機野菜を購入するに

は、消費者は有機野菜生産会社に会員登録し、会員カードであるプリペイドカードを購

入したり、クレジットカードを作成する必要がある。その後に、有機野菜は定期的か、

あるいは、随時注文することにより宅配される。定期購入の契約期間は半年や 1 年のも

のが多い。購入契約を結んだ購入者は有機野菜生産会社から配布される野菜リストから

選び、1 週間に 1 回あるいは 2 回の頻度で宅配される有機野菜を受け取るものである。

これとあわせてインターネット経由で有機野菜を注文し宅配する方法も利用されてい

る。この場合には代金の支払いにはクレジットカードが用いられることが主である。 

次に、政府機関、ならびに大手企業向けの贈答品の販売について説明する。個人向け

の直接販売が、購入代金の支払者と購入品の受領者が個人消費者で同一であるのに対し

て、この政府機関、大手企業向けの販売は、購入代金の支払者が政府機関、大手企業に

なる違いはあるものの、購入品の受領者は個人消費者である。しかも、代金の支払い方

法はギフトカードの購入であり、これは個人が購入するプリペイドカードと同様のもの

である。また、配送方法は個人消費者向けの直接販売と同様に宅配が用いられる。従っ

て、有機野菜生産会社から見れば、個人向け直接販売と政府機関、大手企業向けの販売

は、代金の受領方法と商品の配送方法の上からは同一の流通形態であると言える。 

政府機関、ならびに大手企業が利用する贈答品とは、日本における中元、歳暮の贈答

に相当するものである。中国における大きな年中行事である 2月の春節、5月の端午節、
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9 月の中秋節、10 月の国慶節にあわせて、贈り物をする習慣がある。近年では有機野

菜が人気商品となっている。これにはギフトカードを贈るのが主流である。なお、個人

が有機野菜を購入する理由は自分や家族の健康を気遣うからであるが、贈答の場合は必

ずしも受け手の健康を気遣うわけではなく、贈ること自体に意味があり、高価であるこ

とが重要である。このような需要があることが有機野菜の価格を押し上げる要因の 1

つとなっていると考えられる。 

 この個人向けの直接販売は有機野菜生産会社にとって 2 つの有利な点がある。その 1

つは受注方法である。個人向けの場合は 1 年間など一定の契約期間を結ぶ。また、政府

機関・大手企業向けの場合は、春節、中秋節など特定の季節が主である。このことは生

産会社にとっては計画が立てやすく、売れ残りロスが出にくいというメリットがある。

もう 1 つの有利な点は代金の回収である。個人が購入する時はプリペイドカードを買う

か、クレジットカードで決済する。政府機関・大手企業の場合は、ギフトカードを購入

して贈答用として送る。プリペイドカードとギフトカードは商品の納入よりも先に代金

を得ることができ、また、クレジットカードは代金が回収できる確实性が高い。いずれ

も代金回収のリスクが尐ない点で生産会社にメリットがある。 

 反対に消費者にとっては、一定期間の購入契約が必要であることは購入機会が限定さ

れることになるので、利用できる消費者が限られてしまうことが不利な要因として考え

られる。それにも関わらず、これらの流通形態が北京市において主流となっている要因

として以下のことが挙げられる。まず、第 4 章で示したように北京市の有機野菜の購入

者は一般市民よりはるかに高所得者であり資金面で余裕があること、また、政府機関・

大手企業が贈答用として使用する場合は価格や支払い方法は問題にならないか、価格は

高いほど尊ばれる傾向にあることが最も大きく影響していると考えられる。また、有機

野菜を購入する消費者は安全性を重視するのであり、それには生産者から直接配送され

る宅配方式が支持されている理由と考えられる。 

 以下に有機野菜の直接販売の事例として北京市の有機野菜生産会社 G 社、C 社、CR

社の例を紹介する。 

G 社は第 3 章において有機野菜の生産に関する事例を紹介した会社である。有機野菜

は化学農薬などを使用しないため慣行栽培の野菜に比べ歩留りが悪くなっている。歩留

りは生産会社によってばらつきであるが、G 社の場合には、自社の有機野菜の競争力向

上のために有機野菜の規格が厳しく設定され、生産された有機野菜の 70%を有機野菜
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として販売しており、規格に合致しない残りの 30%を慣行野菜として卸売市場や農貿

市場へ販売している。 

 G 社の有機野菜を購入したい消費者は、まず G 社からプリペイドカードを兼ねた会

員カードを購入する。G 社の販売システムでは、カードを購入した会員から随時注文を

受けるのではなく、毎週 1 回など定期的に配達する方法を取っており、会員は G 社か

ら配布される季節に応じて選ばれた有機野菜リストの中から選んだ野菜を受け取る。会

員カードの契約期間は、1 か月、3 か月、半年、1 年の 4 種類あるが、短い期間のもの

は試しに購入するためのものであり、設定価格も割高であるので、ほとんどの会員は 1

年契約である。1 年契約には配達される間隔、配達される有機野菜の重量が異なる 3 つ

のコースがあり、それを表 5－1 に示す。 

 

表 5－1 G社における有機野菜販売コース（1年間） 

コース 野菜の種類 配達重量 配達回数(週/回) 価格(元) 

A 5～7 2.5 ㎏/回 週 1 回、年 52 回 3,800 

B  8～10 4.0 ㎏/回 週 1 回、年 52 回 6,000 

C 6～8 3.0 ㎏/回  週 2 回、年 104 回 9,000 

出所：G 社への聞き取り調査より作成(2013 年 8 月)。 

  

G 社のホームページにはその時選択できる有機野菜のリストが掲載されており、この

リストは毎週更新される。具体的に消費者はまず 3,800 元から 9,000 元までの金額の違

う購入カードのいずれかを購入する必要がある。会員はそのリストの中から届けてほし

い野菜を選択する。料金は有機野菜の種類と重量と選択した会員期間によって異なるが、

長期間契約すれば、するほど、安くなる仕組みである。例えば、毎月 A コースの場合

に、2.5 kg の野菜を週に 1 回届いてもらい、中身は 5～7 種の野菜を指定でき、一か月

に 4 回配達で 360 元であり、平均価格は 18 元/500g となっている。年間 C コースの場

合には、平均価格がやや安くなっており、14.6 元/500g である。カードの購入は電話あ

るいはインターネットのホームページから G 社サービスセンターに申し込む。野菜を

購入も電話あるいはインターネットにより購入コースに応じて決められた有機野菜の

中から買いたい有機野菜の種類、配達の場所、時間帯を指定するだけの簡単な手続きで
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ある。配達時間はいくつかの時間帯の中から選択出来るようになっており、申し込んで

からおよそ 48 時間以内に会員に届けられる。 

G 社によると、現在の年間契約の会員数は 53 戸であり、年間増加率は 10%というこ

とである。この年間契約している 53戸の会員の内訳は 3,800元/年のAコースが 40人、

6,000 元/年の B コースが 13 人、9,000 元/年の C コースの会員はいないということであ

る。2012 年版中国統計年鑑によれば 2011 年の北京市市街地在住の一家族が 1 年間に

支出する平均の食費は 6,906 元であり、その内、野菜を購入するための支出額は 537

元である。従って、上述した G 社の年間契約の 3 コースの価格設定はかなりの富裕層

を対象としたものであると言える。 

 次に、有機野菜生産会社 C 社の事例を紹介する。C 社も第 3 章において紹介した会

社である。C 社の有機野菜を含む有機食品の販売先は北京市の個人消費者向けが 10%

で、政府機関・大手企業向けが 90%となっている。C 社は個人消費者向けには会員制

を採用しており、購入を希望する消費者はクレジットカードを兼ねた会員カードを作る

必要がある。会員カードで購入できる有機野菜の金額は 2 万元、1 万元、5 千元の 3 種

類がある。注文はインターネットで C 社のホームページ経由、あるいは電話で直接行

う。注文する際には、最低でも 1 回 300 元以上注文しなければならないという制約が

ある。注文した有機野菜は翌日に宅配される。 

 政府機関・大手企業向けの販売は贈答用であり、政府機関・大手企業は C 社からギ

フトカードを購入し、取引先などに贈り物として配る。先に述べたように中国の大きな

年中行事である春節、端午節、中秋節、国慶節において、ギフトカードはこれらの時期

に合わせて贈られることが多い。このようなギフトカードを送られた人は、その季節に

合わせた商品リストの中から 6 種類の商品を選んで注文するようになっている。ギフト

カードにはその他に上述した個人向けの会員カードと同じような一定金額分を購入で

きるもの、あるいは送り手や受け手の好みに応じて商品を組み合わせたオリジナルカー

ドもある。 

最後に C 社の聞き取り調査に基づいて有機野菜の宅配コストを紹介する。第 3 章で

述べたように C 社による会員制販売の主要なものとして、1 年契約の有機野菜の販売が

ある。その中で最も利用されているのが、1 年分が 3,800 元のコースである。これは週

1 回宅配されるので、1 年間では 52 回の配送となり、1 回当たりの商品の金額は約 73

元である。また、1 回に配送される有機野菜の量は 2.5 kg である。C 社への聞き取りに
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よれば、1 回の配送料は 20 元であり、これは会社が負担しているとのことである。こ

の配送料はかなり高額であると考えられ、有機野菜の品質を保つためとはいえ、このよ

うな高額の配送料が採用できるのも、生産者から直接届けてもらいたいという消費者か

らの要望があるためであり、ひいては、それを負担できるだけの金銭的な余裕がある消

費者が購入しているからといえる。 

 

第 3節 スーパーとの取引方法 

 

1.購入先としてのスーパーの位置づけ 

1978 年以前には中国の都市部における農産物の流通に関してはすべてが国家の下で

管理、支配され、農産物は統一機構である「国営商店」によって都市部の住民に提供さ

れていた。この時期には国家が農産物市場と商業活動を厳格に統制していたことから、

後に政府が立ち上げた「農貿市場」のような農産物を自由に売買できる場所がなかった。

北京市も例外ではなかった。 

しかし、1978 年の改革開放の政策を实施するきっかけに、国家による配給が緩和さ

れるにともない、「国営商店」を中核とした流通機構が衰退し、徐々に統制流通体制か

ら自由な市場流通体制へ転換した。北京市など都市部の農貿市場が急速に発展すること

にともない、農貿市場は都市部の住民の農産物の主な購入先となった。ところが、農貿

市場が著しく成長を遂げたことにより、食品に対する安全性や衛生状況の管理の遅れも

顕著になった。特に残留農薬による食中毒事件の食品安全性にかかわる事案が後を絶た

ず、北京市市民の食品安全問題への関心が急速に高まってきた。それゆえ、農産物流通

機構の近代化が迫られるようになった。こうした中、1999 年第の後期から、北京では

スーパーマーケットが現代的な小売流通形態として急速に展開し、外資系の大型スーパ

ーマーケットの北京市への進出も加速化するようになった。これらの小売流通形態は国

際基準に沿って、農産物の衛生管理を行い、品質、安全性の比較的高い食品を市民に提

供している。このように北京市における農産物の流通は、品質と安全性を重視する方向

へ移行しながら、安全な農産物を取り扱う主体としてスーパーが位置づけられている。 

 

2.北京市における有機野菜を取り扱うスーパーの種類 

北京ではスーパーがターゲットとする実層を見る。北京ではスーパーは外資系と地場
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系の 2 種類に分かれる。外資系の代表としては日系のイトヨーカ堂、アメリカ系のウォ

ルマート、フランスのカルフール、ドイツの麦徳龍があげられる。地場系には代表的と

して BHG が挙げられる。日系スーパーの実層は主に北京の高収入者、他の外資系スー

パーの実層は中間収入者と低収入者である。地場系の BHG は高収入者向けの「精品超

市」と中収入者向けの「生活超市」がある。今回、調査した時点では有機野菜を取り扱

う BHG は全部で高収入者向けの「精品超市」である。 

有機野菜の流通機構を明らかにするため、2013 年 8 月 7 日－20 日の間、北京市で現

地調査を行った。北京市内にはスーパーが 64 店舗あるが、そのうち生鮮有機野菜を 10

品目以上販売しているスーパーは全部で 15 店舗であり、内訳は、BHG が 11 店舗、次

にウォルマートが 2 店舗、その次にカルフールが 2 店舗であった。北京では、有機野菜

を販売するスーパーの割合は地場系の高収入者向けの高級スーパーが外資系よりも圧

倒的に多いことが分かる(表 4－9)。 

 

3.有機野菜のスーパーとの取引実態 

第 4 章で述べたように、北京市で有機野菜を販売するスーパー15 店において、各店

が販売している有機野菜の仕入れ先を調べたところ、OG 社、YSH 社、TA 社、D 社の

4 社が生産した有機野菜を販売していることが分かった。現在、北京では有機野菜生産

会社数は 64 社あるがスーパー向けに有機野菜を納入しているのはわずか 7%を占める

にすぎない。殆どの有機野菜生産会社はスーパーの流通経路を外れ、有機野菜生産会社

の自らの販路を通して販売することから、スーパーの有機野菜流通に関する調査は尐な

く、公的な資料は殆どない。ここでは北京で行った有機野菜を取り扱うスーパーに対す

る現地調査結果によってスーパーにおける有機野菜取引实態を明らかにする。 

スーパーにおける慣行栽培野菜の取引方式は主に契約取引である。スーパーは生産会

社また納入業者と契約を結ぶ時に半年あるいは一年間の大まかな入荷数量と品目、価格

を確認して取引契約を行う。納品の一週間前に生産会社また納入業者に正式な入荷数量、

価格を通知する。生産会社また納入業者はスーパーの注文を受けてから、契約通り基準

の青果物をスーパーに指示された時間に配送する。 

それに対し、有機野菜の場合には、生産会社がスーパーと入荷数量などの契約を結ば

ず、スーパーから売り場を借り、有機野菜専売コーナーを設ける形である。この時、生

産会社はスーパーに有機野菜専売コーナーの場所代を支払わなければならない。場所代
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は生産会社がこのスーパーでは 1 か月の売上金額の 15%～20%(契約店舗、品目によっ

て異なる)となっている。その売上金額は最低限の金額を設定する。ただし、生産会社

は 1 か月の売上金額に達成しない場合にも、契約を締結するに当たって、最低限の売上

金額の 15～20%を支払わなければならない。また、スーパーは自分の経営の安定化、

収益向上を確保するため、生産会社が最低限の売上金額を超過する場合に、その超過部

分の 15～20%をマージンとして徴収する。 

また、有機野菜は慣行野菜に比べて販売する時、専門知識を有する人材が有機野菜の

生産会社の情報、栽培方法などの情報を来実に伝達する必要がある。そのため、有機野

菜生産会社は有機野菜の販売促進員をスーパーに派遣しなければならない。 

 また、出品品目数の要求に関しては、売上金額の確保と顧実の商品に対する多様化し

たニーズに応じるために、毎日、最低品目数は 15～20 品目を陳列する必要がある。周

知のように、有機野菜を生産する時、農薬や化学肥料やホルモン成長剤を使用しないた

め、慣行野菜の成長周期より長いことから、たくさんの品目数を確保するのは難しい。

これは有機野菜生産会社がスーパーで販売する際の障害となる。 

 スーパーと取引している D 社へ聴取調査によれば、有機野菜生産会社はスーパーに

販売する時かかる費用は、尐なくとも北京市では場所代が 2.7 万元/月、販売促進員の

給料が 1 人当たり 1 か月 3,000 元である。通常の場合には販売促進員が 2 人必要であ

ることから、その人件費は 6,000 元/月、さらに電気料金などの雑費が 300 元/月となり、

合計は 33,300 元/月かかる。生産会社が直接消費者に販売する時にそれらの経費がかか

らないのに対し、これらの出費は生産会社に対しては決して安い金額ではないと考えら

れる。 

 

4.スーパーとの取引におけるデメリット 

 スーパーでの購入は消費者にとって利用しやすいと考えられるが、上に述べたように、

北京市のスーパー経由の有機野菜の流通は極めて尐ない。以下に、その理由について考

察する。 

 それには、有機野菜生産会社がスーパーと取引する際の条件が厳しいことが挙げられ

る。有機野菜生産会社がスーパーで有機野菜を販売する際には、有機野菜生産会社がス

ーパーの売り場を借りて、生産会社から派遣した販売員が有機野菜の販売を行う。この

方式では、生産会社はスーパーに有機野菜販売コーナーを設けるための場所代、販売員
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に支払う人件費を支払わなければならない。大きな障害になっているものとして、スー

パーでの販売自体は生産会社が行うものの、売上金は一旦スーパーに納めなければなら

ず、それが生産会社に支払われるのは一般的には半年ごととなっている。さらに、売り

上げの約 20%に当たるマージンを支払わなければならない。その他、売れ残りが発生

した時のロス費用の負担、売り場で陳列に使用する冷蔵庫の電気料金、雑費の負担があ

る。また、販売する有機野菜の品目数に最低制限が設けられることが多く、この最低制

限を確保できない時には罰金が課せられるか、場合によっては撤退を迫られる。 

 このように、スーパーを経由した有機野菜の販売は有機野菜生産会社にとって要求さ

れる負担が大きく、第 2 節で述べた条件の有利な個人向け直接販売や政府機関、大手企

業向け販売が発展している状況下でスーパー向けに販売するメリットは尐ない。 

 

第 4節 北京市における生鮮有機野菜流通構造の現状 

 国家認証認可管理監督委員会のホームパージに掲載されたデータにより、北京市では

有機野菜生産会社は合計が 64 社である。今回は協力してもらった有機野菜生産会社は

14 社である。この 14 社の聞き取り調査より、各社の生鮮有機野菜の販売ルートの割合

を示したが、ここでは各社の生鮮有機野菜の生産量をそれぞれの販売割合で配分したも

のを販売ルートごとの出荷量として算出した。算出結果を表 5－2 に北京市の有機野菜

生産会社 14 社の販売先ごとの出荷量として示す。表では、同じ販売ルートの出荷量を

合計した値を求め、その値から 14 社の生産量の合計値を 100%とした時の各販売ルー

トの販売量の割合を求めた。図 5－1 に生鮮有機野菜の流通ルートとして生鮮有機野菜

生産会社の販売ルートを出荷量の割合を図示した。 

図 5－1 から生鮮有機野菜の出荷量、すなわち流通量の上でも個人消費者向けの直接

販売が 39.6%と最も多いことが示される。政府機関・大手企業向けも 20.3%と比較的流

通量が多い。個人向け直接販売におけるプリペイドカードと贈答用としての政府機関・

大手企業向け販売におけるギフトカードは、有機野菜生産会社にとっては野菜を販売す

る前に購入代金を受け取ることができるので極めて有利な取引である。また、クレジッ

トカード方式による個人直接販売も野菜の納品とほぼ同時に代金が回収でき、また、代

金回収の確实性も高いので有機野菜生産会社にとって有利である。 

 これらのプリペイドカード、ギフトカード、クレジットカードを介した有機野菜の販

売は、あらかじめ納入者を確保できていることから、販売量を見積もりやすく、従って、
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有機野菜の生産計画を立てやすいという利点がある。また、売れ残りによるロスも尐な

いため効率も良い。 

 これらは有機野菜生産会社にとって有利な点であるが、反対に消費者側から見れば不

利な要因として考えられる。それにも関わらず、これらの流通形態が北京市において主

流となっている原因として以下のことが挙げられる。まず、第 3 章で示したように北京

市の生鮮有機野菜の購入者は一般市民よりはるかに高所得者であり、資金面で余裕があ

り、また、政府機関・大手企業が贈答用として使用する場合は価格や支払い方法は問題

にならないか、価格は高いほど尊ばれる傾向にあることが最も大きく影響していると考

えられる。 

 また、生鮮有機野菜を購入する消費者はその品質、すなわち、安全性を重視するので

あり、そのことが生産者から直接配送される宅配方式が支持されている理由と考えられ

る。 

 スーパーとの取引方法によるデメリットが多いため、スーパー向けの出荷量は 0.4%

と極めて尐量である。これは北京市内で有機野菜を販売している小売店が北京市中心部

の 10 数店のスーパーに限られていることと合致する。 
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第 5節 小括 

本章では、個人消費者は生鮮有機野菜を購入する際に会員制の宅配を最もよく利用し

ていること、ならびにその理由を明らかにした。あわせて、スーパー経由の流通が尐な

い理由について検討した。また、北京市における生鮮有機野菜の流通ルートを明らかに

した。その結果を次のようにまとめた。 

①北京市の有機野菜の流通構造は個人向けの直接販売が最も多く、贈答用の政府機

関・大手企業の利用も多い。一方、スーパー経由の流通は極めて尐ない。 

②有機野菜生産会社にとって一定期間の販売契約を結ぶ個人向けや、贈答の時期が限

られる政府機関・企業向けの販売は生産計画が立てやすく、また、売れ残りロスが出に

くいというメリットがある。 

③有機野菜生産会社が個人向けと政府機関・企業向けに販売する理由は、代金の回収

が先払いであるプリペイドカードやギフトカード、あるいは代金回収が確实なクレジッ

トカードであり、資金回収の面からもメリットがある。 

④有機野菜生産会社がスーパーと取引する際には煩雑な手続きと様々な費用が掛か

るために、生産会社にとってのメリットが尐ない。このことが生産会社からスーパー向

けの出荷が尐ない理由と考えられる。 

⑤個人向けの直接販売は、一定期間の購入契約を結ぶ必要があり、消費者にとっては

必要に応じた購入が難しい。スーパーは有機野菜生産会社が積極的に取引しようとしな

いため、北京市内で生鮮有機野菜を販売しているスーパーは市の中心部にある 10 数店

舗のみであり、利用できるのは市の中心部の住民だけである。このように現状では生鮮

有機野菜をだれでも買いたい時に買えるようになっていないことが問題である。 
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第 6章 生鮮有機野菜流通の問題点と今後の展開方向 

 

第 1節 本章の課題と方法 

 これまで有機野菜の生産については、慣行野菜に比べて栽培コストが高くなる以外に、

野菜の安全性を確保するための生産組織形態がもたらすコスト、有機野菜の信頼性を取

り戻すために实施され有機認証制度の改正に伴う認証費用の増加、また、生鮮有機野菜

を都市部近郊で生産するための土地代などの様々なコスト上昇要因があり、有機野菜の

価格を押し上げていることを示した。しかし、生鮮有機野菜の価格が割高であっても主

に都市部に住む高所得者によって消費されており、このことが有機野菜生産会社が会員

登録した消費者に生鮮有機野菜を宅配して直接届けるという流通形態につながったこ

とを示した。また、スーパーなどの小売店を通しての流通は極めて尐ないこともあわせ

て示した。 

その結果、現在の生鮮有機野菜の流通は固定化されており、誰もが買いたい時に買え

るようにはなっておらず、これを改善する必要がある。そのために本章では生鮮有機野

菜が幅広く普及して、多くの人が購入できるような流通システムの改善策を検討するこ

とを目的とする。 

  

第 2節 生鮮有機野菜流通の問題点 

 第 3 章において有機野菜生産の特徴として以下のことを明らかにした。すなわち、①

有機野菜の生産は、「会社」、「会社＋農家」、「会社＋合作社＋農家」といった生産組織

で行われる。この中で「会社」で生産するのが一番有機野菜としては信頼性が高いが、

自社農場を確保するために資金・費用がかかるため生産コストも高い。②有機認証規則

の改正によって、有機野菜生産のコストが大幅に上昇した。特に多品目を生産する場合

にコスト上昇が大きい。③有機野菜生産の特徴としては、大都市から離れた内陸地域に

おいて尐品目の有機野菜が大量に生産され、それらの多くが加工向けであること、反対

に大都市近郊では、多品目の有機野菜が尐量ずつ生産され、それらの多くが大都市に生

鮮野菜としてそのまま供給されている。また、加工向けの尐品目大量生産に比較して、

生鮮流通向けの有機野菜生産は多品目尐量生産であるための生産コストが高くつく。こ

れらの要因が生鮮有機野菜の生産コストを押し上げていることを示した。 

 第 4 章では、生鮮有機野菜の価格は慣行野菜の約 6 倍であり、この購入者の年収は都
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市部住民の平均収入の 2 倍であることを示した。 

第 5 章では、①有機野菜生産会社から個人への直接販売が中心であるが、それは消費

者にとって購入者コストが高く、しかも一定期間の購入契約を結ぶ必要があるため買い

たい時買えるような状況ではない、②消費者にとって、利用しやすい形態であるスーパ

ーは、現在では生鮮有機野菜を扱っている店舗が尐なく、出店も市街地中心部に限られ、

しかもスーパーに生鮮有機野菜を販売する生産会社にとっては高コストとなるために

メリットが尐ない、ことを示した。 

その結果、現状では生鮮有機野菜の価格が高く、一定期間の購入契約を必要とする個

人向けの直接販売が主流であり、あわせて、スーパー経由の流通が尐ないことが有機野

菜流通の現状である。このように生鮮有機野菜の流通が固定化されている状況下では、

消費者が生鮮有機野菜を買いたい時に買えないことが問題である。 

 

第 3節 生鮮有機野菜流通システムの今後の展開方向 

 この生鮮有機野菜流通における問題点を解決するには、①供給側の競争を増すことよ

り価格の低下を可能とし、多くの人々が購入できるようにする、②事前に購入契約の必

要がなく、必要な時に必要な量だけ即座に購入できるように店舗での販売を拡大する、

ことが必要であると考える。そのための改善策として、①産地の拡大と輸送技術の向上

と、②店舗販売の拡大について以下に検討する。 

 

1.産地の拡大と輸送技術の向上 

 現在、北京市で消費される有機野菜は北京市内で生産されたものが主である。聞き取

り調査を实施した北京市内の有機野菜生産会社14社のうち生産組織形態については10

社が会社制、4 社が「会社＋合作社＋農家」制であり、会社制であるものが多かった。

会社制の場合、生産会社は自社の農場を確保するために、賃借する必要がある。このた

めの借地料は当然その時の地価が反映される。大都市である、北京市では借地料が高額

にならざるを得ずそれが生産コストを押し上げ、ひいては野菜価格に反映されてしまう。 

 土地に対するコストを下げるためには借地料の安い地域、すなわち、大都市から離れ

た内陸地での生産が考えられる。第 3 章で中国の有機野菜生産には四川省や黒龍江省な

どの内陸地方で加工品の材料として尐ない品目を大量に生産している形態があり、この

ような地域でも有機野菜生産が盛んに行われていることを示した。それゆえ、遠隔地で
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大量生産された有機野菜を生鮮のまま供給できるようになれば、そうした地域での生産

コストが安いことから有機野菜の価格の下げることが可能になり、より多くの人々が生

鮮有機野菜を購入できるようになると考えられる。しかし、消費地である大都市への距

離が長くなるので、現在の中国における輸送技術では、都市部で消費される生鮮野菜を

遠隔地から鮮度を損なわずに輸送することは困難である。そのため、生鮮野菜の輸送技

術の向上が条件であり、長距離輸送による鮮度低下を防ぐために、政府が冷蔵車の普及

を推奨する必要があると考える。 

しかし、現段階で冷蔵車を一気に普及させることは難しいので、対策の第一段階とし

て、例えば北京市であれば、隣接している、あるいは近くの地域である河北省、遼寧省、

山東省(図 6－1)などで生産し、北京市で販売することが考えられる。例えば、山東省の

農地の地代は北京市の半分である。また、距離的にも現在の輸送技術で対応可能である。

このように、大都市近郊で有機野菜生産にかかる土地のコストの低い地域へ有機野菜生

産を拡大することができれば、生鮮有機野菜自体の価格も下がり、従来大都市で生鮮有

機野菜を生産していた生産会社との価格競争が生じて、さらなる生鮮有機野菜の価格の

低減が期待できる。 

 

2.生鮮有機野菜の店舗販売の拡大 

 現在主流である会員制による生鮮有機野菜の購入は、誰もが買いたい時に生鮮有機野

図 6－1 北京市近隣の 3省 
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菜を買えず、このことが有機野菜の普及が広まらない大きな問題点と考えられる。第 5

章で述べたようにスーパーによる流通量は限られているにもかかわらず、第 4 章におけ

る有機野菜購入者を対象としたアンケート調査では生鮮有機野菜をスーパーで購入し

ている人が半数以上いた。これは、アンケート対象者が北京市中心部の生鮮有機野菜を

販売しているスーパーが集中している地区の周辺に住んでいるためと考えられる。当然

のことながら、近くに購入できる店舗があれば、それを利用する人も多くなると考えら

れる。また、店舗での購入は事前に契約する必要はないし、必要な時に必要な量だけ即

座に買うことができる。それゆえ、住んでいるところの近くに生鮮有機野菜を販売して

いる店舗があることは消費者にとって非常に便利であり、生鮮有機野菜を拡大するため

には店舗販売を拡大させることが必須と言える。 

 そこで挙げられるのがスーパーでの販売であるが、これについては第 5 章で述べたよ

うに現在の中国でのスーパーは生鮮有機野菜を買い取り仕入れしているのではなく、委

託で受け、売れなければ引き取ってもらうだけでなく、売れなくても棚代を徴収し、さ

らに売れれば販売手数料も徴収する。しかも、マネキン等プロモーション費用はすべて

生産会社持ちである。このように、有機野菜生産会社にとって制約が多いこと、販売コ

ストがかかり儲かりにくいことが原因となり、現在の取引方法のままではスーパーにお

ける有機野菜の販売が今後広く普及するとは考えにくい。したがって、今後はスーパー

の買取り仕入れにするか、尐なくとも棚代の徴収は止める必要がある。現在のスーパー

がそうした改善をできないとするならば、生産側の連携などのような販売の仕組みが必

要と考えられる。また、中央政府や地方政府はそれを推進すべきである。 

また、スーパー以外の店舗販売の形態として生産者による店舗販売を提案する。ただ、

1 つだけの生産会社はすべて多様な品目を生産することは困難である場合には、複数の

生産会社が連携し、共同出荷、共同出資、共同販売の店舗を作ることが考えられる。さ

らにアンケート調査を行った生産者と消費者と有機野菜を含めて有機農産物の情報交

換会を発展させた直売所などの有機野菜の生産者と購入者が連携して設立する販売店

の仕組みが考えられる。 

 

第 4節 小括 

 第 3 章から第 5 章において述べた有機野菜の生産、消費、流通についての特徴をまと

めるとともに、現在の生鮮有機野菜の流通における問題点を示すとともにとその改善策
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を提案した。 

 有機野菜の生産においては、その信頼性を確保するための「会社」組織による生産、

有機認証規則の改正、大都市近郊における生鮮流通向け多品目尐量生産が有機野菜の生

産コストを押し上げる要因となっている。その結果、有機野菜の小売価格は慣行野菜の

約 6 倍であり、有機野菜の購入者は都市部住民の平均年収の 2 倍の年収を得ている高収

入者である。 

有機野菜の流通は、有機野菜生産会社から個人への直接販売が中心であるが、それは

消費者にとって購入者コストが高く、しかも一定期間の購入契約を結ぶ必要があるため

買いたい時買えるような状況ではなく、また、消費者にとって、利用しやすい形態であ

るスーパーは、現在では生鮮有機野菜を扱っている店舗が尐ないという現状がある。こ

のように生鮮有機野菜の流通が固定化されている状況下では、消費者が生鮮有機野菜を

買いたい時に買えないという問題があることを指摘した。 

 問題点を解決するには、供給側の競争を増すことより価格を低下させることを可能に

し、多くの人々が購入できるようにすることと、事前に購入契約の必要がなく、必要な

時に必要な量だけ即座に購入できる店舗での購入を拡大する、ことが必要であると考え、

そのための改善策として、①産地の拡大と輸送技術の向上と、②店舗販売の拡大に関す

る提案を行った。 

 産地の拡大については、まず、北京市近隣の 3 省で有機野菜を生産することが、土地

代の点から有効であり、また、生鮮野菜の輸送に関しても現状で対応できることから、

实現しやすいと考えられる。より遠隔地で有機野菜を生産することにより、生産量が増

大すれば生産コストを下げることができ、有機野菜の価格も下がると考えられる。しか

し、そのためには生鮮野菜の長距離輸送のための輸送技術の導入が必要である。 

 店舗販売の拡大ついては、現状ではスーパー経由の流通の拡大は可能性が低いので、

スーパー以外の店舗販売の形態として生産者による店舗販売を提案する。ただ、1 つだ

けの生産会社はすべて多様な品目を生産することは困難である場合には、複数の生産会

社が連携し、共同出荷、共同出資、共同販売の店舗を作ることが考えられる。さらにア

ンケート調査を行った生産者と消費者と有機野菜を含めて有機農産物の情報交換会を

発展させた直売所などの有機野菜の生産者と購入者が連携して設立する販売店の仕組

みが考えられる。 
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Thesis Abstract 

 

Distribution structure of fresh organic vegetables in China;  

its characteristics and future direction 

 

In recent years, food incidents, such as pesticide residues on vegetables 

have occurred frequently in China.  Therefore the demand for organic 

vegetables is growing among consumers seeking safe food.  Under these 

circumstances, studies on certification, production, consumption and 

distribution of organic products, including organic vegetables are in progress.  

However, fresh organic vegetables for home use and organic vegetables for 

processed food have not been consciously classified in these studies.  This 

study especially focuses on fresh organic vegetables for home use to clarify 

the characteristics and problems of their distribution structure and discusses 

its appropriate future direction. 

The study reveals, ① In large cities such as Beijing, the production 

companies have grown fresh organic vegetables in multi-item small-scale 

production system and provide them for consumers in those cities, ②The 

main purchaser of fresh organic vegetables are high income people living in 

large cities, ③Main trading method is direct trade between producers and 

consumers through the Internet, ④ Home delivery is expensive for 

consumers, however, consumers obtain the sense of security due to the fact 

vegetables are sent directly from the producers, ⑤ Retail trading via 

supermarkets is limited because of the higher trading cost that the 

producers must pay.  Major issues of the distribution structure of fresh 

organic vegetables are ①High production cost and high price, and ②

Consumers are not able to buy organic vegetables when they want to buy 

them.  Viable plans for its appropriate future direction are ①To build a 

distribution system which is enable to expand the production area of fresh 

organic vegetables to outside of major cities, and ②To establish lower cost 

retail stores with cooperative system. 
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えていただきました。特に論文の書き方や言葉の使い方から句読点に至るまで詳細に有

益な御指摘をいただきました。 

博士後期課程に入ったとき、論文の研究手法、学術論文投稿の注意事項および博士後

期課程の各段階で必要なことについて有益なアドバイスをいただいた元東京農業大学

食料情報学部教授岡部守博士に心より厚くお礼申し上げます。 

本校農業経済学専攻特別総合演習の論文報告会において農業経済学専攻の諸先生方

から御指摘、御指導をいただきました。先生方の御指摘より、論文の研究手法が上達し、

より視野を広げて研究できるようになりました。ここに農業経済学専攻の諸先生方に心

より厚くお礼申し上げます。 

中国の有機農産物生産に関するデータの取得と整理、ならびに論文の日本語の校正に

多大なるご協力をいただいた菊地純博士に心よりお礼申し上げます。 
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フィールド研究手法を重視した本論文は、業界の資料・情報や業者への聞き取り調査

の積み重ねにより成り立っており、2011 年から 2013 年にかけて、北京市をはじめ、一

連の現地实態調査を实施しました。これらの調査において、貴重な助言をいただいた国

際有機運動連盟(IFOAM)アジア代表周澤江博士に心よりお礼申し上げます。また、有

機認証規則に関して教えていただいた中緑華夏有機食品認証中心焦翔氏、中安質環認証

中心張征遠氏、北京愛科賽尓認証中心有限公司張国棟氏に厚くお礼申し上げます。 

本論文を進めるに当たって、調査企業、業界関係者をご紹介いただいた日本大学文理

学部教授日吉秀松博士に心より深くお礼申し上げます。 

本論文を作成するに当たって、有機野菜生産会社に関する有益な情報をご提供いただ

きました北京純然生態科技有限公司社長張友廷氏に厚くお礼申し上げます。 

福建農林大学教授許建明博士、ならびに同教授鄧衡山博士にはご多忙中にもかかわら

ず、福建省の現地調査にご同行いただきました。ここに心より厚くお礼申し上げます。 

本論文を進めるに当たって、ドイツ大学に留学している于晨超氏より卒業論文に関す

る情報の提供、ならびに貴重なアドバイスをいただきました。心より感謝の意を表しま

す。 

北京市の酷暑にもかかわらず、消費者アンケート調査に協力いただいた友人孫万挙氏

に厚くお礼申し上げます。 

調査企業をご紹介いただいた金鑫女史に心より厚くお礼申し上げます。 

本論文の現地調査を实施するに当たって、北京の蒸し暑い高温天気にもかかわらず、

１か月に渡り、毎日、調査企業の訪問に同行し、情報の整理に協力いただいた友人金正

仙女史に厚くお礼申し上げます。 

本研究を進めるに当たっては富士ゼロックス株式会社小林節太郎記念基金在日外国

人留学生研究助成プログラムのご支援をいただきました。お蔭様で中国における現地調

査を充实させることができました。このご支援に対し心より非常に感謝の意を表します。 

このように本研究は上記の方々を始め、多くの方々の御指導、御援助、御協力なしで

は、成し遂げられませんでした。ここに心より深謝申し上げます。 

                   

                                2014 年 3 月 

 


